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じ
め
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（

　

環
境
史
に
関
わ
っ
て
、
日
本
史
・
東
洋
史
・
西
洋
史
を
問
わ
な
い
研
究
会
で
報
告
す
る
機
会
を
持
っ
た
折
、
終
了
後
の
席
で
、
日
本
史

専
攻
の
若
手
研
究
者
の
方
か
ら
、「
今
日
は
、
中
国
の
樹
木
信
仰
な
ど
の
例
を
、
日
本
と
対
比
し
て
伺
え
る
の
か
、
と
思
っ
て
い
た
」
と

い
う
趣
旨
の
お
言
葉
を
戴
い
た
こ
と
が
あ
る
。〈
樹
木
信
仰
！
〉。
確
か
に
、
中
国
に
お
い
て
も
、
秦
皇
柏
だ
の
漢
柏
（
山
東
・
泰
山
）
だ

の
、
果
て
は
〝
黄
帝
手
植
柏
〞〝
掛
甲
柏
〞（
陝
西
・
黄
龍
県
）
と
い
っ
た
伝
説
付
き
樹
木
ま
で
、「
銘
木
」
の
類
い
は
随
所
で
見
ら
れ
る

け
れ
ど
、
そ
れ
を
、〈
樹
木
〉
へ
の
尊
崇
の
念
を
表
す
も
の
と
見
做
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
九
二
年
の
〈
城
市
緑
化
条
例
〉
発
布
・
施
行
以
降
、
各
地
の
都
市
で
そ
れ
に
倣
っ
た
条
例
も
制
定
さ
れ
、
確
か
に
緑
は
増
し
た
。

保
護
さ
れ
て
い
る
古
木
・
銘
木
の
類
い
も
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
が
、
そ
の
〈
緑
化
条
例
〉
の
第
一
条
に
は
、

　
　

第
一
条　

 

都
市
の
緑
化
事
業
を
促
進
し
、
生
態
環
境
を
改
善
し
、
生
活
環
境
を
美
化
し
、
人
民
の
心
身
の
健
康
を
増
進
す
る
た
め
、



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
六
十
三
册

― 2―

本
条
例
を
制
定
す
る
。

と
、
記
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
す
な
わ
ち
、
現
代
中
国
に
お
け
る
「
緑
化
」
の
目
的
は
、
現
代
日
本
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
度
末
現
在
で
三
六

都
道
府
県
の
四
九
五
都
市
で
六
九
五
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
緑
化
条
例
と
同
様
、
生
活
環
境
の
美
化
・
健
康
増
進
な
ど
、
極
め

て
現
実
的
・
実
利
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
認
識
さ
れ
て
い
る
樹
木
の
機
能
は
、
実
効
性
の
あ
る
モ
ノ
、
人
間
が
利
用
す
る
も
の
と
し
て
な
の

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
一
般
の
緑
化
、
植
林
や
公
園
整
備
な
ど
と
は
異
な
る
古
樹
の
保
護
が
、
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

同
第
二
十
五
条
に
は
、

第
二
十
五
条　

 

百
年
以
上
の
樹
齢
の
樹
木
、
す
な
わ
ち
稀
有
で
珍
し
い
樹
木
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
価
値
な
い
し
は
重
要
な
記
念
の
意
義
を

有
す
る
樹
木
は
、
み
な
古
樹
名
木
に
属
す
。

と
も
あ
っ
て）

3
（

、
古
木
と
認
定
さ
れ
て
保
護
さ
れ
る
樹
木
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
価
値
な
い
し
記
念
碑
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、

と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
樹
木
の
場
合
、
さ
ら
に
、「
観
光
資
源
」
と
し
て
の
有
用
性
、
つ
ま
り
は
極
め
て

経
済
的
な
価
値
が
付
け
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
長
く
生
育
し
て
き
た
そ
の
年
月
―
耐
久
性
、
或
は
、
今
日
の
社

会
を
形
成
し
て
き
た
歴
史
上
の
英
雄
や
大
事
件
を
偲
ぶ
縁
、
い
わ
ば
特
定
の
樹
木
が
有
す
る
歴
史
性
な
の
で
あ
っ
て
、
樹
木
そ
の
も
の
に

対
す
る
敬
意
は
必
ず
し
も
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
屋
久
島
の
縄
文
杉
と
「
姉
妹
樹
」
と
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ン
ラ
ン
ド
・
北
島
は
ワ
イ
ポ
ウ
ア
の
森
に

そ
び
え
る
タ
ネ
マ
フ
タ
の
よ
う
に
、
現
在
も
そ
の
地
の
人
々
に
「
神
の
木
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る）

4
（

樹
木
は
勿
論
、
日
本
各
地
に
見
ら

れ
る
注
連
縄
を
張
ら
れ
た
様
々
な
「
御
神
木
」
の
類
は
、
程
度
・
質
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
周
辺
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
、
樹
木
そ
の
も

の
に
何
ら
か
の
神
性
が
宿
る
、
と
見
做
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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数
十
年
以
上
の
樹
齢
が
想
定
さ
れ
る
古
木
の
下
に
立
っ
て
樹
冠
を
見
上
げ
れ
ば
、
特
に
名
づ
け
ら
れ
た
「
名
木
」
な
ど
で
な
く
と
も
、

そ
の
枝
の
し
な
り
・
葉
末
の
そ
よ
ぎ
に
、
言
葉
を
も
凌
ぐ
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
る
、
と
い
っ
た
経
験
を
持
っ
た
人
も
少
な
く
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
勢
神
宮
・
内
宮
に
連
な
る
森
林
の
如
く
、
一
定
の
区
域
全
体
が
「
神
域
」
と
見
做
さ
れ
て
き
た
土
地
に
生
育

す
る
樹
木
群
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
時
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
て
き
た
側
面
を
看
過
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
各
地

に
点
在
す
る
「
御
神
木
」
の
類
は
、
や
は
り
そ
の
存
在
の
根
底
に
、
人
々
の
素
朴
な
樹
木
そ
の
も
の
へ
の
感
動
・
畏
敬
の
気
持
ち
が
流
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

　

他
方
、
欧
米
に
お
け
る
樹
木
観
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
同
じ
く
「
樹
木
の
尊
重
」
に
繋
が
る
と
は
い
え
、
例
え
ば
Ｃ
・
ス
ト
ー
ン
の
提
言

が
「
木
は
法
廷
に
立
て
る
か（
５
）」
と
い
っ
た
議
論
を
生
ん
だ
ほ
ど
に
、
人
間
が
形
成
し
て
き
た
法
・
社
会
秩
序
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
対
象

に
樹
木
を
含
め
う
る
か
否
か
を
改
め
て
問
題
に
す
る
よ
う
な
意
識
が
「
環
境
論
」
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
無
論
そ
の
背
後
に
は
、

一
般
認
識
と
し
て
「
人
間
こ
そ
神
の
下
の
最
高
存
在
」
と
捉
え
る
、
人
間
中
心
の
環
境
観
の
圧
倒
的
普
及
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ダ
ー
城
（C

aw
dor C

astle
）
建
造
伝
説
が
伝
え
る
ヒ
イ
ラ
ギ
（holly

）
の
よ
う
に
、
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
そ

の
樹
の
周
り
に
城
を
建
設
し
て
保
全
・
崇
敬
せ
よ
と
指
示
さ
れ
た
、
と
い
う
伝
説
を
伴
う
樹
木
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
、
樹
木
そ
の

も
の
に
神
性
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
絶
対
神
へ
の
崇
敬
が
前
提
（
無
論
、
現
在
伝
わ
る
伝
説
の
背
後
に
、
ケ
ル
ト
の
民
の
樹

木
信
仰
が
原
型
と
し
て
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
意
見
も
あ
る
が
）
と
な
っ
て
い
る
話
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル

ト
の
森
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
度
、
失
わ
れ
た
多
く
の
森
を
、
近
代
以
降
、
人
為
を
も
っ
て
再
生
・
保
全
に
努
め
て
き
た
地
域
の
状
況

と
経
験
と
が
、
樹
木
に
対
し
て
人
間
同
様
の
法
の
保
護
を
構
想
す
る
、
と
い
う
樹
木
認
識
を
生
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
現
代
の

日
中
に
お
け
る
〈
緑
化
〉
事
業
の
発
想
に
つ
い
て
も
、
そ
の
多
く
を
、
か
か
る
西
欧
思
想
由
来
の
環
境
観
か
ら
学
ん
で
き
た
側
面
が
、
看
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取
で
き
よ
う
。

　

現
代
社
会
に
お
け
る
樹
木
の
在
り
様
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
中
国
・
華
北
の
一
般
民
衆
に
お
い
て
も
、
樹
木
愛
護
の
意
識
は
充
分
窺
え
る

の
で
あ
っ
て
、
一
時
期
人
気
を
博
し
た
ド
ラ
マ
「
貧
嘴
張
大
民
的
幸
福
的
生
活（
６
）」
も
描
く
よ
う
に
、
北
京
の
一
般
庶
民
の
住
宅
で
珍
し
く

も
床
下
か
ら
生
え
て
き
た
樹
を
切
ら
な
い
で
、
床
板
も
屋
根
も
切
り
抜
い
て
樹
を
伸
ば
す
、
と
い
う
習
俗
が
見
ら
れ
、
北
京
・
朝
陽
区
に

あ
る
首
都
経
済
貿
易
大
学
の
宿
舎
群
の
中
の
一
棟
に
も
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
時
点
で
は
そ
の
実
例
が
見
ら
れ
た
。
樹
木
に
恵
ま
れ
た
日
本

で
類
似
の
例
を
探
す
な
ら
ば
、
良
寛
和
尚
の
五
合
庵
伝
説
（
床
下
か
ら
生
え
て
き
た
竹
の
子
を
憐
れ
み
、
切
ら
ず
に
床
板
を
切
っ
た
と
い

う
）
で
も
充
て
る
以
外
乏
し
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
よ
う
。
北
京
庶
民
の
樹
木
保
護
は
、

い
わ
ば
、
日
本
に
お
け
る
絶
滅
危
惧
種
の
尊
重
・
保
護
意
識
に
も
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、「
愛
護
」
で
は
あ
っ
て
も
「
尊
敬
」
と

は
い
え
ま
い
。

　

と
こ
ろ
が
植
樹
技
術
と
な
る
と
、
八
十
年
代
の
華
北
・
山
西
農
民
に
は
穀
物
生
産
に
必
要
な
技
術
し
か
知
識
が
な
く
、
樹
木
育
成
に
必

要
な
措
置
を
取
れ
な
い
で
植
林
が
失
敗
に
帰
し
た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
７
）。
近
年
に
な
る
ま
で
、
長
く
植
林
経
験
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
経
済
成
長
を
果
た
す
以
前
、
貧
し
い
華
北
農
民
が
若
干
の
ゆ
と
り
を
得
る
と
、
ま
ず
重
要
な
生
活
必
需
木
製
品
で
あ
る
棺
桶
を

購
入
す
る
と
い
う
風
習
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
樹
木
に
乏
し
い
環
境
が
明
清
以
降
の
華
北
で
は
顕
著
で
あ
り
、『
馬
首
農
言
』
や
『
豳
風
広
義
』
な
ど
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
桑
栽
培
さ
え
下
火
と
な
っ
た
清
朝
期
以
降
、
樹
木
を
ま
ず
、
高
価
な
資
源
と
見
做
す
習
俗
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
効
性

は
と
も
か
く
法
的
保
護
措
置
の
発
令
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
樹
木
保
護
に
関
し
て
、
経
済
的
価
値
判
断
に
基
づ
く
規
制
の
制
定
を
宋
初
か
ら

確
認
で
き
る）

8
（

。
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が
、
し
か
ら
ば
中
国
で
は
、
樹
木
自
体
を
尊
重
す
る
意
識
が
、
古
来
、
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
痕
跡
を
探
っ
て
み
た
い
。

二　
『
斉
民
要
術
』
の
樹
木
観

　

前
述
の
通
り
、
今
日
の
中
国
に
お
け
る
樹
木
観
の
基
本
は
、
資
源
と
し
て
の
有
用
性
、
経
済
的
価
値
に
置
か
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

そ
の
来
歴
は
極
め
て
古
い
の
で
あ
っ
て
、
早
く
『
斉
民
要
術（
９
）』
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
斉
民
要
術
』
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
現
存
最
古
の
総
合
的
農
書
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
殊
に
優
れ
て
先
進
的
な
農
法
が

記
さ
れ
て
い
る
。
熊
代
幸
雄
氏
に
よ
っ
て
「
古
代
亜
輪
栽
式
」
と
命
名
さ
れ
た
『
斉
民
要
術
』
の
畑
作
・
犂
耕
農
法
は
、
畜
力
利
用
の
播

種
・
中
耕
を
定
式
化
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
漸
く
十
八
〜
十
九
世
紀
に
成
立
し
た
①
休
閑
地
の
解
消
、
②
条
播
の
採
用
＝
中

耕
実
施
、
と
い
う
特
徴
を
、
六
世
紀
に
お
い
て
既
に
備
え
て
い
た
、
と
さ
れ
る）

10
（

。

　

が
実
は
、
か
か
る
穀
物
栽
培
の
技
術
の
み
な
ら
ず
、
樹
木
栽
培
に
つ
い
て
も
、
王
禎
『
農
書
』
な
ど
後
代
の
農
書
に
は
明
記
を
欠
く
極

め
て
特
徴
的
な
記
載
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
犂
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
た
耕
地
に
、
時
に
攪
擾
作
業
を
施
し
、
播
種
・
発
芽
後
、
中
耕
す
る

場
合
も
あ
っ
て
、
そ
の
上
潅
水
や
肥
料
投
入
を
行
っ
て
諸
種
の
樹
木
を
栽
培
す
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
果
樹
や
桑
・
茶
な
ど
の
経
済

作
物
で
は
な
い
。
否
、
寧
ろ
、
果
樹
は
概
ね
挿
し
木
で
増
や
す
方
法
が
記
さ
れ
、
耕
地
整
備
の
記
載
を
欠
く
場
合
も
多
い
の
に
対
し
て
、

用
材
樹
の
多
く
が
、
犂
耕
地
に
様
々
に
念
入
り
な
方
法
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
表
Ⅰ
に
示
し
た
が
、
耕
作
困
難
な
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傾
斜
地
を
今
日
に
至
る
ま
で
森
林
と
し
て
利
用
し
、
結
果
と
し
て
、
枝
下
ろ
し
・
下
草
刈
り
な
ど
の
山
仕
事
は
あ
る
に
も
せ
よ
、
あ
る
程

度
自
然
の
遷
移
に
任
せ
う
る
雑
木
林
な
ど
の
「
自
然
林
」
の
存
在
を
生
活
の
中
に
組
み
込
み
、
平
地
の
多
く
を
食
料
生
産
に
利
用
し
て
き

た
日
本
で
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
記
載
は
、
な
ぜ
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
理
由
を
探
る
鍵
と
な
り
う
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
木
記
載
に
付
さ
れ
て
い
る
、
樹
木
栽
培
の
収
支
予
測
で
あ
ろ
う
。
犂
耕
が
明

記
さ
れ
て
い
る
白
楊
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 

白
楊
を
種
す
る
の
法
。
秋
耕
は
熟
な
ら
し
め
、
正
月
、
二
月
中
に
至
り
、
犂
を
以
っ
て
壟
を
作
る
。
一
壟
の
中
、
犂
を
以
っ
て
逆
順

各
一
到
し
、

中
の
寛
狭
は
、
正
に
葱
壟
に
似
す
。
作
訖
は
れ
ば
、
又
鍬
を
以
っ
て
底
に
一
坑
を
掘
り
壍
を
作
る
。
白
楊
の
枝
、
大

な
る
こ
と
指
の
如
く
、
長
き
こ
と
三
尺
な
る
を
斫
り
取
る
。
壟
中
に
屈
著
せ
し
め
、
土
を
以
っ
て
上
を
圧
し
、
両
頭
を
し
て
土
を
出

だ
さ
し
め
、
上
を
向
く
こ
と
直
豎
た
ら
し
む
。
二
尺
一
株
。
明
年
の
正
月
中
、
悪
枝
を
剥
去
し
、
一
畝
三
壟
な
れ
ば
、
一
壟
に
七
百

二
十
株
、
一
株
は
両
根
な
れ
ば
、
一
畝
に
は
四
千
三
百
二
十
株
た
り
。

　
　

 

三
年
、
蠶

と
爲
す
に
中
り
、
五
年
に
し
て
、
屋
椽
と
爲
す
に
任
ず
。
十
年
、
棟
梁
と
爲
す
に
堪
う
。
蠶

を
も
っ
て
率
と
爲
さ
ば
、

一
根
五
銭
、
一
畝
の
歳
収
は
二
万
一
千
六
百
文
。
柴
及
び
棟
梁
、
椽
柱
は
外
に
在
り
。

　
　

 

歳
ご
と
に
種
す
る
こ
と
三
十
畝
、
三
年
に
は
九
十
畝
、
一
年
に
三
十
畝
を
賣
ら
ば
、
銭
六
十
四
万
八
千
文
を
得
。
周
り
て
復
た
始
ま

り
、
永
世
窮
ま
る
な
し
。
之
を
農
夫
に
比
せ
ば
、
労
逸
は
萬
倍
。
山
を
去
る
こ
と
遠
き
者
、
實
に
宜
し
く
多
種
す
べ
く
、
千
根
以
上

な
ら
ば
、
求
む
る
所
必
ず
備
は
る）

11
（

。

こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
白
楊
が
特
に
売
却
に
適
し
て
い
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
犂
耕
す
る
か
に
も
見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
既
に
漢
代

か
ら
為
政
者
に
よ
っ
て
栽
培
が
奨
励
さ
れ
て
き
た
楡
の
場
合
、
手
耕
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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又
、
楡
を
種
う
る
の
法
。
其
の
地
の
畔
に
於
い
て
種
す
れ
ば
、
雀
を
致
し
て
穀
を
損
な
ふ
。
既
に
し
て
叢
林
に
非
ざ
れ
ば
、
率
ね
多

く
曲
戻
す
。
地
の
一
方
を
割
き
て
之
に
種
す
る
に
如
か
ず
。
其
の
白
土
・
薄
地
の
五
穀
に
宜
し
か
ら
ざ
る
者
、
唯
楡
及
び
白
楡
に
宜

し
。

　
　

 

地
、
須
ら
く
市
に
近
か
る
べ
し
。
…
先
に
地
を
耕
し
壟
を
作
る
。
然
る
後
楡
莢
を
散
す
。
…
散
し
訖
れ
ば
、
之
を
労
す
。
楡
生
ず
れ

ば
草
と
共
に
倶
長
せ
し
め
、
未
だ
料
理
す
べ
か
ら
ず
。
明
年
正
月
、
地
に
附
き
て
芟
殺
し
火
を
放
ち
て
之
を
焼
く
。
…
又
明
年
の
正

月
に
至
り
、
悪
し
き
者
を
斸
去
す
。
其
の
一
株
の
上
、
七
八
根
を
生
ず
る
者
、
悉
く
皆
斫
去
し
、
唯
一
根
の
麤
直
に
し
て
好
き
者
を

留
む
。

　
　

 

三
年
の
春
、
将
に
莢
・
葉
之
を
賣
る
可
し
。
五
年
の
後
、
便
ち
椽
を
作
る
に
堪
ふ
。
梜
な
ら
ざ
る
者
は
、
即
ち
斫
り
て
賣
る
べ
し
。

一
根
十
文
。
梜
な
る
は
鏇
し
て
獨
樂
及
び
盞
を
作
る
。
一
箇
三
文
。
十
年
の
後
、
魁
、
椀
、
瓶
、
榼
、
器
皿
の
任
ぜ
ざ
る
所
無
し
。

一
椀
七
文
、
一
魁
二
十
、
瓶
、
榼
各
の
一
百
文
に
直
る
。
十
五
年
後
、
車
轂
及
び
蒲
桃

を
爲
る
に
中
つ
。

一
口
、
三
百
に
直
り
、

車
轂
一
具
、
絹
三
匹
に
直
る
。
其
の
歳
歳
、
料
簡
し
剥
治
す
る
の
功
は
、
柴
を
指
へ
て
人
を
雇
は
ば
―
十
束
に
て
一
人
を
雇
ふ
―
、

無
業
の
人
、
争
ひ
来
た
り
て
作
に
就
く
。
柴
を
賣
る
の
利
、
已
に
自
ら
貲
ひ
無
し
。
歳
ご
と
に
萬
束
を
出
だ
さ
ば
、
一
束
三
文
に
し

て
則
ち
三
十
貫
、
莢
・
葉
は
、
外
に
在
り
。
況
や
、
諸
ろ
の
器
物
、
其
の
利
十
倍
な
る
を
や
。
柴
に
十
倍
せ
ば
、
歳
収
三
十
萬
。
斫

り
て
後
復
た
生
じ
、
更
種
に
労
せ
ず
、
所
謂
「
一
労
永
逸
」
な
り
。
能
く
一
頃
に
種
う
れ
ば
、
歳
収
千
匹
。
唯
須
ら
く
一
人
守
護
し

指
揮
し
処
分
す
べ
く
、
既
に
し
て
牛
・
犂
・
種
子
・
人
功
の
費
無
く
、
水
・
旱
・
風
・
蟲
の
災
を
慮
ら
ず
。
こ
れ
を
穀
田
に
比
す
れ

ば
、
労
逸
萬
倍
な
り
。

　
　

 

男
女
初
め
て
生
れ
、
各
の
に
小
樹
二
十
株
を
與
ふ
れ
ば
、
嫁
娶
に
至
る
比
お
ひ
、
悉
く
車
轂
に
任
ぜ
ん
。
一
樹
三
具
、
一
具
は
絹
三
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匹
に
直
り
、
絹
一
百
八
十
匹
と
成
る
。
娉
財
資
遣
、
粗
た
事
を
充
た
す
を
得）

12
（

。

即
ち
、
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
楡
育
成
の
費
用
対
効
果
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
犂
や
牛
を
保
有
し
な
い
が
耕
地
は
経
営
し
て
い
る

農
民
が
叙
述
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
じ
「
種
楡
・
白
楊
第
四
十
六
」
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
楡
の
一
般
的
栽
培
法
で
は
、「
園
地
の
北
畔
」
に
撒
く
や
り
方
が
記
さ
れ
て
お
り
、

穀
物
畑
と
離
れ
た
場
所
に
、
蔬
菜
栽
培
用
の
園
地
を
保
有
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
北
側
が
適
地
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
通
常
は
、
耕
地
の
あ

ぜ
道
に
樹
木
を
植
え
る
の
が
一
般
的
風
景
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
賈
思
勰
は
、
そ
れ
を
批
判
す
る
。
穀
物
畑
の
畦
に
楡
を
植
え

る
と
、
そ
の
葉
や
実
を
目
当
て
に
す
る
雀
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
穀
物
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
、
耕
地
の

中
に
、
楡
だ
け
の
一
区
画
を
設
け
て
栽
培
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
穀
物
栽
培
に
不
向
き
な
痩
せ
地
で
よ
い
が
、
但
し
、
市
に
近
い
こ

と
が
条
件
と
な
る
。
手
で
耕
作
し
て
ウ
ネ
立
て
し
バ
ラ
マ
キ
に
す
る
が
、
播
種
後
の
労
（
鎮
圧
・
攪
擾
）
は
必
要
で
あ
る
。
が
、
こ
の
年

の
苗
に
対
し
て
除
草
の
必
要
は
な
い
。
苗
が
出
た
翌
年
の
正
月
に
雑
草
を
根
本
か
ら
刈
り
取
っ
て
そ
こ
に
火
を
放
つ
。
弱
い
苗
も
、
草
と

共
に
焼
け
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
強
い
苗
は
そ
の
根
が
生
き
て
い
て
、
翌
年
又
芽
生
え
て
く
る
。
好
い
苗
を
残
し
、
個
々
の
苗
の
根
も
、
ま
っ

す
ぐ
な
も
の
を
残
し
て
他
は
切
っ
て
し
ま
う
。
雑
草
を
焼
く
こ
と
で
、
楡
の
苗
の
強
弱
を
選
別
し
、
お
そ
ら
く
同
時
に
、
虫
害
防
除
効
果

や
施
肥
効
果
も
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
技
法
自
体
は
、「
園
地
の
北
畔
」
に
植
樹
す
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

　

が
、
以
下
で
は
、
楡
栽
培
の
細
か
い
収
入
予
測
計
算
が
示
さ
れ
る
。
大
意
を
示
せ
ば
、

　
　

 

三
年
目
に
成
長
し
た
苗
か
ら
、
莢
や
葉
（
共
に
食
料
に
な
る
）
を
収
穫
で
き
る
。
五
年
経
つ
と
、
タ
ル
キ
に
で
き
る
。
梜
す
な
わ
ち

木
目
が
乱
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
売
却
す
る
。
木
目
に
乱
れ
の
あ
る
も
の
は
、
鏇
で
削
っ
て
コ
マ
や
サ
カ
ヅ
キ
を
作
る
。
一

個
は
三
文
。
十
年
経
つ
と
、
玉
杓
子
や
椀
、
瓶
や
酒
樽
な
ど
、
食
器
類
で
作
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
椀
一
つ
七
文
、
玉
杓
子
一
本
二
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十
文
、
瓶
や
酒
樽
は
そ
れ
ぞ
れ
百
文
と
な
る
。
十
五
年
後
、
車
の
コ
シ
キ
や
葡
萄
の
樽
用
の
材
料
に
で
き
る
。
樽
一
つ
は
三
百
文
だ

し
、
車
の
コ
シ
キ
一
台
分
は
絹
三
匹
に
相
当
す
る
。
毎
年
毎
年
、
木
の
生
長
を
吟
味
し
て
木
工
す
る
仕
事
は
、
柴
を
代
償
と
す
る
約

束
で
人
を
雇
え
ば
（
十
束
で
一
人
雇
え
る
）
よ
い
。
仕
事
の
無
い
者
が
争
っ
て
や
っ
て
き
て
就
労
す
る
。
柴
を
売
る
利
益
に
つ
い
て

い
え
ば
、
そ
も
そ
も
元
手
は
い
ら
な
い
。
毎
年
、
一
万
束
出
荷
す
れ
ば
、
一
束
三
文
だ
か
ら
三
十
貫
に
な
る
。
莢
や
葉
の
利
益
は
別

に
生
ま
れ
る
。
ま
し
て
や
、
様
々
な
食
器
類
に
つ
い
て
は
、
利
益
が
十
倍
に
も
な
る
。
柴
の
十
倍
な
ら
年
収
三
十
万
に
な
る
わ
け
だ
。

樹
幹
を
切
り
取
っ
た
後
、
ま
た
伸
び
て
く
る
か
ら
、
毎
年
の
種
蒔
き
の
必
要
は
な
い
。
所
謂
「
一
度
働
き
ゃ
永
久
に
樂
」
と
い
う
も

の
だ
。
一
頃
ほ
ど
も
楡
を
植
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
年
収
は
（
絹
）
千
匹
に
な
る
。
た
だ
、
自
分
独
り
で
楡
林
を
守
り
、
作
業
を

指
示
し
、
売
却
処
分
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
牛
・
犂
・
タ
ネ
・
労
働
力
の
費
用
は
掛
ら
な
い
し
、
水
害
・
旱
魃
・
風
害
・
虫
害
の

心
配
も
な
い
。
こ
れ
を
穀
物
生
産
に
比
べ
れ
ば
、
樂
さ
加
減
は
、
万
倍
と
も
い
え
よ
う
。

　

以
上
に
見
ら
れ
る
牛
犂
未
保
有
農
民
の
蓄
財
手
段
と
し
て
の
楡
栽
培
は
、
柴
十
束
で
下
働
き
す
る
（
た
だ
し
自
由
に
就
業
し
う
る
）
人

間
の
存
在
、
莢
や
葉
を
蔬
菜
代
り
に
食
し
保
存
食
の
材
料
に
も
す
る
習
俗
、
そ
し
て
何
よ
り
木
製
品
の
安
定
し
た
需
要
を
前
提
と
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
子
孫
の
た
め
の
計
画
も
可
能
で
あ
る
。
あ
た
か
も
日
本
で
の
「
女
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
桐
を
植
え
る
」
と
い

う
風
習
に
似
通
う
よ
う
で
も
あ
る
が
、
賈
思
勰
は
、

　
　

 

息
子
か
娘
が
生
ま
れ
た
ら
、
一
人
に
小
株
二
十
本
を
与
え
れ
ば
、
嫁
入
り
な
い
し
嫁
取
り
す
る
頃
に
は
、
全
部
、
車
の
コ
シ
キ
用
に

で
き
る
。
一
樹
で
三
セ
ッ
ト
分
取
れ
、
一
セ
ッ
ト
分
は
絹
三
匹
相
当
だ
か
ら
、
絹
百
八
十
匹
に
な
る
。
結
納
金
や
ら
嫁
入
り
道
具
や

ら
、
あ
ら
か
た
必
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
計
算
す
る
。
結
婚
準
備
の
た
め
の
楡
は
換
金
す
る
の
で
あ
り
、
嫁
入
り
道
具
の
桐
の
箪
笥
を
作
る
材
料
と
し
て
桐
を
植
え
る
の
と
は
異
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な
っ
て
い
る
。
賈
思
勰
の
時
代
（『
斉
民
要
術
』
の
刊
行
は
西
暦
五
三
〇
〜
五
五
〇
年
頃
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
）、
華
北
の
樹
木
は

市
場
で
取
引
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
記
載
に
は
、
樹
木
栽
培
を
行
う
「
農
地
」
の
立
地
条
件
が
明
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
木
質
が
堅
く
て
食
器
類
を
製
作
で
き
高
額
取
引
が
可
能
な
楡
の
場
合
で
も
、
そ
の
栽
培
地
は
、
市
場
に
近
く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
運
搬
に
費
用
が
掛
る
よ
う
で
は
、
採
算
が
取
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
安
価
な
、
白
楊
の
場
合
は
、
そ
の
栽
培
地
が

「
山
か
ら
遠
い
」
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
山
が
近
け
れ
ば
、
蚕
棚
材
料
や
燃
料
程
度
に
す
る
粗
く
脆
い
木
質
の
樹
木
は
、「
山
」
か
ら
調
達

し
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
貨
殖
列
伝
の
伝
え
る
「
百
里
不
販
樵
、
千
里
不
販
糴
」
の
原
理
は
生
き
て
い

る
と
い
う
べ
き
か
。
ま
し
て
こ
こ
で
楡
を
栽
培
す
る
の
は
、
牛
を
持
た
な
い
農
民
な
の
で
あ
る
か
ら
、
薪
を
売
る
に
は
楡
を
材
料
に
作
っ

た
車
に
載
せ
自
ら
挽
い
て
売
り
に
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
こ
れ
も
柴
何
束
か
で
人
を
雇
う
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
居
住
空
間
か
ら
森
林
が
遠
ざ
か
り
一
望
千
里
の
穀
物
畑
が
広
が
る
華
北
の
平
原
に
あ
っ
て
、
酒
樽
だ
の
食
器
類
だ
の
は
お
ろ

か
、
日
常
の
燃
料
調
達
に
も
事
欠
く
民
衆
が
出
現
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
か
る
判
断
は
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
が
、
以
上
の
状
況

は
、
そ
の
裏
面
を
覗
え
ば
、「
山
に
近
い
」
土
地
で
の
樹
木
は
、「
値
打
ち
」
が
な
い
、
と
い
う
判
断
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
。
樹
木
の
存

在
自
体
を
評
価
す
る
意
識
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

魏
晋
南
北
朝
期
の
流
通
・
交
易
に
関
し
て
は
、
佐
藤
佑
治
氏
ら
に
よ
っ
て
徐
々
に
そ
の
実
態
が
明
か
に
な
り
つ
つ
あ
る）

13
（

も
の
の
、
未
だ
、

細
部
を
窺
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
が
、
以
上
の
『
斉
民
要
術
』
の
記
載
の
み
か
ら
推
定
し
て
も
、
交
換
の
場
で
働
く
価
値
計
算
は
、
交

易
の
場
の
立
地
条
件
に
左
右
さ
れ
る
性
質
の
も
の
、
即
ち
、
流
通
コ
ス
ト
の
反
映
が
明
確
な
段
階
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
北
朝
の
領
域
に
限
定
し
て
も
、
全
国
一
律
の
市
場
な
ど
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

さ
ら
に
は
、「
貧
し
さ
」
の
質
も
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
と
樹
木
に
関
す
る
限
り
、
流
通
に
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関
わ
る
経
済
地
理
的
位
置
関
係
が
、
樹
木
評
価
の
基
盤
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
如
く
、『
魏
書
』
食
貨
志
・
太
和
九
（
四
八
五
）
年
の
条
と
さ
れ
て
い
る
記
載
、
す
な
わ
ち
北
魏
「
均
田
制
」
に
関
わ
る
記
載

で
は
、
給
田
に
伴
っ
て
、
良
・
賤
を
問
わ
ず
、
成
人
男
子
に
一
定
の
樹
木
栽
培
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
で
の
夥

し
い
「
均
田
制
」
研
究
史
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、

　
　

 

諸
ろ
の
初
め
て
田
を
受
く
る
者
、
男
夫
一
人
に
田
を
給
す
る
こ
と
二
十
畝
、
蒔
余
に
課
す
に
、
種
う
る
こ
と
桑
五
十
樹
、
棗
五
株
、

榆
三
根
。
非
桑
之
土
は
、
夫
に
一
畝
を
給
し
、
法
に
依
り
て
榆
・
棗
を
蒔
く
を
課
す
。
奴
も
各
の
良
に
依
る
。
三
年
を
限
り
て
種
畢

は
れ
。
畢
は
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
畢
は
ら
ざ
る
の
地
を
奪
ふ
。
桑
榆
の
地
に
於
い
て
分
ち
て
余
果
及
び
多
種
の
桑
榆
を
雑
へ
て
蒔
く
者

は
禁
ぜ
ず
。
諸
ろ
の
還
す
応
き
の
田
は
、
桑
榆
棗
果
を
種
う
る
を
得
ず
、
種
う
る
者
は
違
令
を
以
て
論
じ
、
地
を
還
分
に
入
る
。
諸

ろ
の
桑
田
は
皆
世
業
と
為
せ）

14
（

。・
・
・

を
文
字
通
り
に
解
す
る
限
り
、
現
代
の
退
耕
還
林
還
草
政
策
を
上
回
る
「
緑
化
運
動
」
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
れ

が
、
現
実
に
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
華
北
一
帯
は
、
穀
物
生
産
地
の
間
に
間
に
二
十
畝
の
樹
林
が
出
現
し
た
は
ず
で
あ
る
。
が
、
こ
の

詔
勅
の
発
布
か
ら
百
年
も
経
た
な
い
『
斉
民
要
術
』
成
立
段
階
で
、
そ
の
よ
う
な
光
景
は
存
在
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
樹
木
は
、
交

換
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
北
魏
・
均
田
制
の
給
田
規
定
に
お
い
て
、
樹
木
栽
培
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

自
体
、
民
衆
の
生
活
に
必
要
な
物
品
材
料
・
燃
料
と
し
て
の
樹
木
に
不
足
傾
向
が
見
え
た
こ
と
に
為
政
者
が
着
目
し
た
か
ら
だ
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
「
均
田
制
」
規
定
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
の
樹
木
へ
の
関
心
は
、
北
魏
の
為
政
者
集
団
で
あ
っ
た
鮮
卑
族
の

意
識
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
棄
て
切
れ
な
い
。『
晋
書
』載
記
に
よ
れ
ば
、均
田
制
の
詔
勅
発
布
に
遡
る
こ
と
百
年
余
の
前
秦
・

苻
堅
の
統
治
期
（
お
よ
そ
三
五
七
年
頃
）、
長
安
か
ら
伸
び
る
大
路
に
街
路
樹
を
植
え
た
と
の
記
録
が
見
え
る
。
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関
隴
清
晏
た
り
て
、
百
姓
豊
楽
す
。
長
安
よ
り
諸
州
に
至
る
、
皆
路
を
夾
み
て
槐
と
柳
を
樹
ゑ
、
二
十
里
一
亭
、
四
十
里
一
駅
、
旅

行
者
途
に
給
を
取
り
、
工
商
は
道
に
貿
販
す
。
百
姓
之
を
歌
ひ
て
曰
く
。「
長
安
大
街
、
夾
む
樹
は
楊
・
槐
。
下
に
朱
輪
走
り
、
上

に
鸞
の
栖
有
り
。
英
彥
雲
集
し
、
我
が
萌
黎
を
誨
ふ）

15
（

。」

こ
の
事
業
は
、
中
原
の
穀
物
生
産
を
基
盤
と
す
る
生
活
意
識
と
は
異
な
る
感
覚
を
有
す
る
人
間
集
団
が
、
流
通
・
交
易
の
現
場
で
あ
る
大

路
の
整
備
、
樹
木
が
持
つ
人
間
へ
の
癒
し
の
効
果
等
を
、
尊
重
し
た
証
左
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
古
く
『
管
子
』
に
お
い
て
、「
人
々
が

そ
の
下
に
集
っ
て
日
が
な
一
日
遊
び
暮
ら
す
か
ら
、
街
路
樹
な
ど
は
伐
採
せ
よ
」
と
の
趣
旨
の
記
載
が
見
ら
れ
る）

16
（

が
、
そ
の
対
極
を
な
す

志
向
が
、
氐
族
だ
と
さ
れ
る
苻
堅
に
は
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。『
晋
書
』
の
伝
え
る
「
百
姓
の
歌
」
も
、
資
源
と
し
て
の
経
済
的

価
値
で
は
な
く
、
生
き
た
樹
木
の
効
用
を
認
め
る
意
識
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
苻
堅
を
称
え
た
人
々
の
存
在
を
、
窺
わ
せ
る
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
交
易
に
随
伴
す
る
人
間
の
移
動
を
是
認
す
る
意
識
が
あ
る
か
ら
、
木
陰
で
商
売
す
る
の
に
大
助
か
り
の
街
路
樹
は
、
歓
迎
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
均
田
制
」
の
淵
源
を
巡
る
議
論
は
、
前
代
か
ら
の
農
地
政
策
の
継
承
と
見
る
よ
り
北
魏
の
計
口
授
田
策
の
延
長
と

見
做
す
べ
き
だ
、
と
の
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
樹
木
重
視
の
姿
勢
も
、
同
列
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
し
、
給
田
植
樹
や
苻
堅
の
植
樹
事
業
が
示
す
こ
の
よ
う
な
「
樹
木
の
尊
重
」
は
、
人
々
の
日
常
の
暮
し
に
役
立
つ
樹
木
を
「
大
切

に
す
る
意
識
」
で
は
あ
っ
て
も
、
樹
木
そ
の
も
の
を
崇
め
る
意
識
と
は
程
遠
い
。

　

さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
、
考
え
た
い
。
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三　

漢
代
の
樹
木
観

　

後
漢
は
洛
陽
周
辺
の
豪
族
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
伝
え
る
、
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
崔
寔
『
四
民
月
令
』
に
は
、
薪
炭
や
柳
絮
の
収
蔵

は
も
と
よ
り
樹
木
移
栽
の
適
期
指
示
も
見
え
て
、
彼
ら
が
保
有
・
管
理
・
利
用
し
う
る
樹
木
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
王
莽
期
・
東
海
郡
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
牘）

17
（

』
の
「
集
簿
」
に
は
、

　
　

 

春
種
樹
六
十
五
萬
六
千
七
百
九
十
四
畝
。
多
前
四
萬
六
千
三
百
廿
畝
。

と
の
記
載
が
あ
っ
て
、
前
漢
末
年
、
為
政
者
が
植
林
面
積
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　

ま
た
周
知
の
通
り
、『
漢
書
』
循
吏
列
伝
に
見
え
る
龑
遂
の
事
跡
の
中
に
、
反
乱
を
起
し
た
民
衆
へ
の
対
策
と
し
て
、
ニ
ン
ニ
ク
や
韭

と
並
ん
で
、
一
人
一
本
の
楡
植
樹
を
指
示
し
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
広
大
な
土
地
を
保
有
す
る
豪
族
で
な
い
限
り
、
一
般
民
衆
の

日
常
生
活
に
お
い
て
は
樹
木
の
不
足
傾
向
が
発
生
し
、
そ
れ
へ
の
着
目
が
か
か
る
施
策
の
前
提
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
も
、
さ
し
て
常
識

を
外
れ
て
は
い
ま
い
。

　

北
魏
均
田
制
規
定
の
植
樹
指
令
、
ひ
い
て
は
『
斉
民
要
術
』
に
見
ら
れ
る
経
済
的
価
値
で
樹
木
を
認
め
る
立
場
も
、
尹
湾
漢
墓
木
牘
が

記
さ
れ
て
以
降
、
前
漢
末
、
後
漢
末
さ
ら
に
三
国
・
魏
晋
の
騒
乱
、
八
王
の
乱
以
降
の
戦
乱
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
火
災
も
頻
出
し
て
森
林

火
災
も
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
人
口
減
少
が
多
少
の
需
要
減
少
を
も
た
ら
し
た
に
も
せ
よ
、
前
漢
末
に
生
じ
て
い
た
樹
木
不
足
が
加

速
し
、
後
漢
豪
族
の
自
衛
的
林
地
経
営
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

が
、
で
は
、
前
漢
末
の
樹
木
不
足
以
前
に
お
い
て
、
樹
木
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
人
々
の
意
識
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
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ろ
う
か
。
そ
れ
を
直
接
的
に
示
す
史
料
は
極
め
て
少
な
く
、
漢
代
文
献
と
し
て
は
比
較
的
樹
木
関
連
の
記
載
が
多
い
『
史
記
』
貨
殖
列
伝

の
場
合
、
そ
れ
を
経
済
的
観
点
か
ら
評
価
・
描
写
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
当
然
で
も
あ
ろ
う
が
、
詩
賦
の
類
ま
で
覗
い
て
み
て
も
、
風

景
描
写
と
し
て
の
登
場
す
ら
ま
ば
ら
で
あ
る
。
小
尾
郊
一
氏
が
『
詩
経
』
ほ
か
の
中
国
文
学
作
品
に
つ
い
て
「
自
然
へ
の
感
動
無
く
文
学

的
に
稚
拙
」
と
の
評
価
を
下
し
て）

18
（

お
い
で
な
の
も
、
あ
な
が
ち
故
な
し
と
は
で
き
ま
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
三
巻
二
十
一
篇
と
見
え
る
か
ら
、
遅
く
と
も
前
漢
代
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
爾
雅
』

に
お
い
て
、
樹
木
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
『
爾
雅
』
釈
木
に
登
場
す
る
樹
木
名
を
取
り
纏
め
た
の
が
、
表
Ⅱ
で
あ
る）

19
（

。

　
『
爾
雅
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
〈
字
書
〉
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
樹
木
を
示
す
文
字
に
つ
い
て
の
簡
単
な
情
報
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

陸
璣
や
郭
璞
の
諸
注
、『
詩
経
』
に
登
場
す
る
場
合
の
例
を
参
照
し
て
そ
の
生
育
場
所
を
推
定
し
、
他
書
で
の
用
例
を
手
が
か
り
に
学
名

を
比
定
す
る
、
と
い
っ
た
作
業
以
外
、
樹
木
そ
の
も
の
に
対
す
る
情
報
は
得
が
た
い
。
そ
の
結
果
、
若
干
の
適
地
が
日
向
か
日
陰
か
を
推

定
し
う
る
樹
木
と
水
辺
の
樹
木
と
を
除
け
ば
、
得
ら
れ
る
情
報
は
、
や
は
り
「
山
」
に
生
う
る
も
の
と
、
平
地
の
樹
木
並
び
に
人
里
で
の

人
為
栽
培
の
対
象
と
の
別
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
登
場
す
る
樹
木
名
自
体
は
、
あ
ら
か
た
他
書
に
記
載
の
見
え
る
名
称
で
あ
る
が
、
で

は
、
な
ぜ
、「
言
い
換
え
」「
字
釈
」
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

　

た
だ
し
、『
爾
雅
』
に
登
場
す
る
樹
木
の
中
で
、
幾
つ
か
の
樹
種
に
関
し
て
は
、
そ
の
「
神
性
」
を
想
像
さ
せ
る
記
載
も
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
『
周
礼
』
司
爟
の
、

　
　

 

司
爟
、
掌
行
火
之
政
令
。
四
時
變
國
火
、
以
救
時
疾
。

に
付
さ
れ
た
鄭
玄
注
が
引
く
鄭
司
農
の
説
で
、
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行
猶
用
也
。
變
猶
易
也
。
鄭
司
農
說
以
鄹
子
曰
、
春
取
榆
柳
之
火
、
夏
取
棗
杏
之
火
、
季
夏
取
桑
柘
之
火
、
秋
取
柞
楢
之
火
、
冬
取

槐
檀
之
火
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鄭
司
農
が
依
拠
し
た
鄹
子
と
は
、
如
何
な
る
人
物
な
い
し
書
籍
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
っ
て
明
ら
か
で

な
い
。
が
、
少
な
く
と
も
、
漢
代
人
で
あ
る
鄭
司
農
と
鄭
玄
と
が
、
周
代
で
は
、
季
節
ご
と
に
異
な
る
樹
木
を
用
い
て
火
を
起
し
て
い
た
、

と
の
伝
承
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
二
種
ず
つ
五
組
が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
樹
を
組
合
わ
せ
て
摩

擦
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　

鑽
木
、
す
な
わ
ち
木
を
摺
り
合
せ
て
火
種
を
得
る
方
法
は
、
日
本
の
多
く
の
神
社
の
儀
礼
に
お
い
て
神
事
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
お
り
、

神
社
ご
と
に
用
い
る
樹
種
も
異
な
る
。
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
堅
い
針
葉
樹
を
火
鑽
り
臼
に
、
ヤ
マ
モ
モ
や
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
の
比
較
的
柔
ら
か
い

広
葉
樹
を
火
鑽
り
杵
と
し
て
組
み
合
わ
る
例
が
多
い
。
火
打
石
を
用
い
ず
、
時
間
の
掛
か
る
樹
木
の
擦
り
合
せ
に
よ
っ
て
火
を
得
る
行
為

が
神
事
と
し
て
残
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る
よ
り
古
い
生
活
習
慣
の
反
映
で
あ
っ
た
こ
と
（
北
海
道
忍
路
土
場
遺
跡
か
ら
縄
文

時
代
後
期
の
遺
品
が
出
土）

20
（

し
て
い
る
）
を
暗
示
す
る
。

　

が
、
司
爟
の
注
に
お
い
て
季
節
毎
の
五
組
の
指
定
使
用
樹
種
、
榆
・
柳
、
棗
・
杏
、
桑
・
柘
、
柞
・
楢
、
槐
・
檀
が
な
ぜ
選
ば
れ
て
い

る
の
か
は
、
戦
国
期
以
来
の
五
行
思
想
な
ど
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
科
学
的
根
拠
を
推
定
し
難
い
。
日
本
の
そ
れ
に
類
似
す
る
宗

教
的
儀
礼
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
も
想
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
実
際
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
中
国
で
も
華
南
で
は
、
彜
族
の
一
部
で
あ

る
亜
細
族
な
ど
に
木
材
か
ら
火
種
を
採
取
す
る
行
事
は
残
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
韓
国
で
と
同
様
、
華
北
で
は
、
元
宵
節
や
山
焼
き
な

ど
、
火
に
関
わ
る
他
の
行
事
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
五
組
十
種
の
樹
木
記
載
は
、
実
際
の
火
き
り
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
既
に
漢
代
、
宗
教
的
な
い
し
神
秘
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主
義
的
な
行
事
な
ど
伴
う
も
の
で
さ
え
な
く
、
古
代
の
政
治
に
纏
わ
る
伝
承
の
残
存
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
現
実
問
題
と
し
て
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
火
を
起
す
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
十
種
は
全
て
落
葉

広
葉
樹
で
あ
っ
て
、
日
本
で
の
神
事
に
欠
か
せ
な
い
ヒ
ノ
キ
の
よ
う
な
堅
さ
に
乏
し
い
。
日
本
に
比
べ
て
、
相
対
的
に
乾
燥
度
の
高
い
華

北
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
で
も
火
は
起
せ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
非
常
な
長
時
間
と
苦
心
と
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

の
み
な
ら
ず
、
先
に
掲
げ
た
『
爾
雅
』
釈
木
に
、
そ
の
ま
ま
名
称
が
挙
が
る
の
は
、
楡
・
柳
・
棗
・
桑
・
槐
の
五
種
の
み
で
、
そ
の
う

ち
「
柳
」
は
、
親
字
で
は
な
い
。
逆
に
槐
は
、
葉
の
実
態
に
拠
っ
て
字
釈
で
は
榎
や
楸
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
桑
と
棗
は
古
く
か

ら
の
栽
培
植
物
で
あ
っ
て
異
種
も
多
い
。「
楡
」
字
の
項
に
お
い
て
、
で
は
文
字
通
り
、
楡
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ

も
怪
し
い
。
周
知
の
通
り
、
ハ
ル
ニ
レ
と
ア
キ
ニ
レ
と
は
、
か
な
り
形
態
・
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
残
る
杏
、
柘
、
柞
、
楢
、
檀

に
つ
い
て
は
、
本
文
で
の
言
及
す
ら
な
い
。『
爾
雅
』
は
字
書
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
五
文
字
は
、
当
時
の
識
字
層
な
ら
誰
で
も
そ
れ

と
判
る
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
樹
木
で
、
解
説
の
必
要
な
ど
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
余
計
に
、
こ
の
樹
種
に
、
漢
代
人
が
神
性
を
感
じ
た
可
能
性
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
代
ま
で

あ
る
程
度
の
自
生
林
が
残
存
し
た
日
本
で
は
、
巨
木
信
仰
な
ど
、
時
に
人
間
よ
り
も
長
く
生
き
る
存
在
と
し
て
、
樹
木
に
一
定
の
神
秘
性

を
認
め
る
思
想
が
残
っ
た
の
だ
が
…
。

　

で
は
、
漢
代
人
は
、
樹
木
を
崇
敬
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

否
、
明
確
に
、
一
定
の
「
神
秘
性
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
樹
木
」
は
存
在
す
る
。

　

そ
れ
は
、
長
沙
・
馬
王
堆
二
号
墓
出
土
の
帛
画
に
描
か
れ
た
「
扶
桑
樹
」
で
あ
る
。
既
に
多
く
の
分
析
論
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

る）
21
（

よ
う
に
、
人
間
界
か
ら
天
界
に
ま
で
伸
び
る
姿
で
描
か
れ
、
十
個
の
太
陽
の
休
息
所
と
も
さ
れ
る
扶
桑
樹
は
、
漢
代
人
も
信
奉
し
て
い
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た
で
あ
ろ
う
神
話
の
世
界
の
樹
木
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
神
性
が
樹
木
に
付
与
さ
れ
た
例
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
翻
っ
て
考
え

れ
ば
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
敦
煌
壁
画
に
描
か
れ
た
樹
木
に
つ
い
て
、
同
様
の
神
性
を
認
め
る
見
解
も
発
表
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

扶
桑
樹
が
伸
び
て
ゆ
く
先
の
天
界
は
、
あ
た
か
も
現
実
の
社
会
の
よ
う
に
、
階
梯
が
描
か
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。「
死
後
」
と
い
う

人
間
に
と
っ
て
最
も
神
秘
的
な
概
念
で
さ
え
実
社
会
と
変
ら
な
い
階
層
社
会
な
の
だ
、
と
想
像
さ
せ
ら
れ
る
世
界
は
、
ど
こ
に
も
救
い
の

無
い
、
随
分
と
恐
ろ
し
い
世
の
中
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か）

22
（

。

　

が
、
で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
話
の
登
場
樹
木
は
何
故
生
ま
れ
た
の
か
。
実
際
に
は
、
不
足
が
ち
な
た
め
に
経
済
的
価
値
か
ら
し
か
言
及

さ
れ
な
い
現
実
の
樹
木
と
、
神
話
の
樹
木
の
間
に
、
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

四　

秦
代
出
土
資
料
の
描
く
森
林

　

華
北
の
土
壌
が
充
分
樹
木
を
育
て
う
る
こ
と
は
、
今
日
、
科
学
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
に
遡
れ
ば
、
黄
河
流
域
が
森
林

に
覆
わ
れ
て
い
た
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
も
、
近
年
の
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
古
代
の
実
状
を
示
す
材
料
と
し
て
、
新

出
土
資
料
も
利
用
可
能
で
あ
る
。

　

一
九
九
二
年
、
甘
粛
省
天
水
市
放
馬
灘
か
ら
、
戦
国
秦
・
昭
王
八
年
な
い
し
恵
文
王
後
元
八
年
（
す
な
わ
ち
戦
国
中
晩
期
、B

C

二
三

九
年
以
前
）
と
さ
れ
る
木
製
地
図
六
枚
が
出
土
し
た
。
天
水
市
付
近
は
、
秦
族
が
、
関
中
に
進
出
す
る
以
前
の
根
拠
地
で
あ
り
、
黄
河
流

域
と
長
江
流
域
の
分
水
嶺
を
擁
す
る
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
、
戦
国
後
期
に
な
る
と
、
楚
を
攻
略
す
る
た
め
の
重
要
な
軍
事
ル
ー
ト
と
も
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な
っ
た
場
所
で
あ
る
。

　

こ
の
地
図
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
そ
れ
が
天
水
付
近
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
い
る）

23
（

。

　

図
は
、
広
域
図
を
描
い
た
も
の
と
細
部
の
詳
細
図
と
に
分
か
れ
、
詳
細
図
４
枚
（
図
Ｍ
１
・
９
、
Ｍ
１
・
12
Ａ
、
Ｍ
１
・
21
Ａ
、
Ｍ
１
・

21
Ｂ
）
に
は
、
地
図
上
の
河
川
を
表
示
す
る
曲
線
沿
い
に
、
以
下
の
樹
木
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

放
馬
灘
一
号
秦
墓
木
牘
地
図　

釈
文

　
　

①　

Ｍ
１
・
７
、
８
、
11
Ａ

　
　

邽
丘　

阿
真
里　

楊
里　

　

邸　

略　

中
田　

廣
堂　

南
田　

　
　

②　

Ｍ
１
・
７
、
８
、
11
Ｂ

　
　

中
田　

廣
堂　

光
成　

山
格　
　

閉　

明
谿　

故
西
山　

故
東
谷

　
　

③　

Ｍ
１
・
９

 　
　

 

丗
里
相
谷　
　

楊
谷
材
八
里　
　

多
材
木　
　

大
松
材　

松
材
十
三
里
、　

松
材
十
五
里　

七
里
松
材
刊　

松
材　

大
桯　

大
松　

　

燔
史
谷　
　

燔
史
閉　

上
臨　

苦
谷　

最
到
口
廿
五
里

　
　

④　

Ｍ
１
・
12
Ａ

　
　

 

北
谷
口
道
最　

陽
有

木　

北
有
灌
憂
百
録　
　

陽
盡
柏
木　
　

苦
谷
、 　

去
谷
口
可
五
里
橚
材　
　

虎
谷　

上
臨　
　

下
臨　
　

上
楊
谷　

九
員
、 　

下
楊
谷　

陽
盡
柏
木　

與
谿　

谷
口
可
八
里
大
楠
材　
　

上
辟
磨　
　

下
辟
磨

　
　

⑤　

Ｍ
１
・
21
Ａ

　
　

東
盧　
　

韭
園　
　

輿
谿　

下
楊　

上
楊　

下
臨　

上
臨　

虎
谿　

谿　
　

丹
谿　
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西
盧　

有
蘇
木
下

思　
　

有
蘇
木
上

思　
　

下
辟
磨　
　

上
辟
磨　

九
員　
　

苦
谷　
　

侖
谿

　
　

⑥　

Ｍ
１
・
21
Ｂ

　
　

大
柴
　

大
柴
相
舗
谿　

夜
比
舗
谿　

中
杺　

小
杺　

苦
史　

夜
比　

盂
谿　

廣
堂
史

　
　

こ
れ
ら
の
地
図
が
、
当
該
地
域
か
ら
河
川
な
ど
を
利
用
し
て
有
用
樹
種
を
切
り
出
す
た
め
の
案
内
図
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ

う
い
う
地
図
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
樹
木
が
植
林
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
生
林
で
あ
る
た
め
、
役
人
が
管
理
・

利
用
す
る
た
め
の
手
引
き
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

記
載
さ
れ
た
文
字
の
中
に
は
、
今
日
意
味
不
明
の
部
分
も
あ
る
が
、
多
く
の
文
字
を
、
樹
木
名
と
し
て
釈
読
で
き
る
（
表
Ⅲ
）。

　

こ
れ
ら
の
樹
木
名
か
ら
、
ま
ず
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
1
枚
の
地
図
上
に
、
針
葉
樹
と
落
葉
広
葉
樹
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

戦
国
後
期
の
天
水
市
付
近
が
、
現
代
と
同
様
、
落
葉
・
針
葉
混
淆
林
の
広
が
る
地
域
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
後
世
、
優
良
な
建
築
資
材
と
し
て
重
視
さ
れ
た
松
・
柏
・
楠
・
侖
の
ほ
か
、
車
な
ど
様
々
な
道
具
を
作
る
用
材
樹
種
と
し
て
利

用
さ
れ
た
楊
・
杺
・
樅
も
見
え
る
。
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
染
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
（
蘇
木
）、
獣
肉
と
は
柔
ら
か
さ
が

異
な
る
た
め
当
時
の
石
器
や
金
属
器
で
は
上
手
く
加
工
し
づ
ら
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
魚
類
加
工
用
の
専
用
ナ
イ
フ
を
作
る
樹
種
（

木
）

と
い
っ
た
樹
種
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
河
川
の
多
い
こ
の
地
域
は
、
当
時
、
内
陸
漁
労
も
多
収
穫
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

さ
ら
に
、
地
図
上
の
文
字
の
う
ち
、

谿
・
丹
谿
に
注
目
し
て
み
る
と
、

谿
の
「

」
字
は
釈
文
再
考
の
余
地
も
あ
ろ
う
し
、
明

礬
―
ア
ル
ミ
・
赤
礬
―
鉄
・
緑
礬
―
コ
バ
ル
ト
な
ど
、
硫
酸
化
鉱
物
の
汎
称
と
考
え
ら
れ
、
丹
谿
の
「
丹
」
字
は
周
知
の
通
り
、
辰
砂
＝

H
gS

硫
化
水
銀
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
木
材
加
工
、
特
に
漆
塗
り
・
染
色
に
必
要
な
鉱
物
資
源
の
採
掘
地
も
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
、「
盂
谿
」
の
記
載
の
存
在
を
併
せ
考
え
る
と
、
盂
と
は
木
製
の
食
器
で
あ
り
、
漆
器
で
作
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
、
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こ
の
地
図
の
域
内
で
、
木
器
加
工
の
材
料
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、「
輿
谿
」（
Ｍ
１
・
12
Ａ
で
は
「
興
谿
」
と
釈
文
）
に
つ
い
て
も
想
定
で
き
、
輿
の
製
作
所
も
、
上
層
階
層
の
も
の
が

主
に
利
用
す
る
輿
の
製
作
に
不
可
欠
な
、
樹
木
の
豊
富
な
こ
の
地
域
に
、
設
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

秦
で
は
、
手
工
業
に
つ
い
て
も
、
官
営
が
中
心
で
あ
っ
た
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
原
料
が
木
質
の
よ
い
大
木
で
運
搬
に
は
重
い
場
合
、
伐
採
地
の
近
く
に
加
工
所
を
設
け
、
軽
く
て
比
較
的
小
型
な
製
品

を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
製
作
の
事
業
主
体
が
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
実
務
に
従
事
し
た
民
が
居
た
こ
と
は
確
実
で
、
当

時
の
一
般
民
衆
に
は
、
当
然
、
樹
木
利
用
に
関
す
る
知
識
・
技
術
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
以
上
に
加
え
て
、
Ｍ
１
・
9
に
は
「
燔
史
谷
」「
燔
史
閉
」
の
文
字
が
、
Ｍ
１
・
21
Ｂ
に
は
「
大
柴

」「
大
柴
相
舗
谿
」
の
文

字
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
燔
字
は
一
般
的
に
は
燃
焼
を
意
味
し
、
柴
字
は
普
通
の
薪
を
意
味
す
る
。
が
、
古
代
の
祭
祀

に
お
い
て
は
、『
爾
雅
』
釈
天
の
諸
種
注
釈
な
ど
に
見
る
限
り
両
字
は
祭
天
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
燃
料
の
意
味
で
あ
り
、「
燔
」
は
玉
や

帛
（
絹
）
を
焼
く
た
め
の
燃
料
、
柴
は
犠
牲
を
焼
く
た
め
の
燃
料
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貴
重
な
も
の
を
燃
や
す
こ
と
で
天
に
捧
げ
る
、
と

い
う
観
念
に
基
づ
く
儀
礼
に
お
い
て
、燃
や
す
品
物
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、用
い
る
薪
の
太
さ
や
長
さ
が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
燔
史
谷
」

「
燔
史
閉
」
は
、「
燔
」
祭
に
関
わ
る
官
吏
の
所
管
す
る
、
特
定
の
樹
林
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
森
林
の
所
産
＝
樹
木
は
、
祭
祀
の
具
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
祭
祀
の
用
具
を
調
え
る
こ
と
も
、
秦
の
役

人
の
任
務
だ
っ
た
。
こ
れ
は
他
の
出
土
文
献
に
よ
っ
て
も
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

統
一
秦
の
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
湖
北
省
出
土
の
『
龍
崗
秦
簡
』
に
も
、
苑
林
内
の
樹
木
名
や
関
連
情
報
が
明
記
さ
れ
て
い
る）

24
（

。

　
　
『
龍
崗
秦
簡
』
所
載　

樹
木
関
連
簡
文　

釈
文
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諸
取
禁
苑
中

棫
橎
楢
産
葉
及
皮
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
八
簡

　
　

盗

（
槥
）
櫝
、
罪
如
盗
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
〼　
　
　
　
　

一
二
二
簡

　
　

取
人
草
□
□
蒸
・
茅
・
芻
・
藁
□
勿
論
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
三
簡

　
　

者
棺
葬
具
、
吏
及
徒
去
辨
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
七
簡

　
　

〼
彘
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
八
九
簡

　

第
38
簡
に
は
「
禁
苑
の
中
の
ク
ヌ
ギ
・
タ
ラ
ノ
キ
・
ヒ
ノ
キ
・
コ
ナ
ラ
の
葉
と
皮
と
を
取
る
・
・
・
」
と
あ
る
。
断
簡
で
あ
っ
て
全
体

の
文
意
は
確
定
し
難
い
も
の
の
、
国
家
所
属
の
苑
の
中
に
生
育
し
て
い
る
樹
木
の
利
用
に
つ
い
て
規
定
が
存
在
し
、
他
の
簡
の
体
例
に
鑑

み
れ
ば
、
幹
を
伐
採
せ
ず
葉
や
樹
皮
の
み
の
利
用
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
許
可
す
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
し
う
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
4
種
は
表
Ⅳ
に
示
す
よ
う
に
、
柔
・
剛
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
持
つ
用
材
で
、
樹
幹
は
重
要
な
手
工
業
材
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
種
を

組
み
合
わ
せ
れ
ば
、『
周
礼
』
司
爟
の
鄭
注
が
伝
え
る
組
み
合
わ
せ
と
は
異
な
り
、
火
き
り
で
の
発
火
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
お

そ
ら
く
樹
幹
の
方
は
役
人
が
保
存
し
、
必
要
な
用
途
に
応
じ
て
様
々
に
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
葉
や
皮
の
み
の
採
取
を
認
め
ら
れ

た
民
衆
の
側
は
、
燃
料
な
い
し
染
料
と
し
て
利
用
し
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
紀
元
前
二
二
一
年
ご
ろ
、
即
ち
、
秦

始
皇
帝
の
時
代
、
樹
木
の
性
状
・
生
育
地
等
は
、
役
人
が
知
悉
せ
ね
ば
な
ら
な
い
担
当
地
域
行
政
の
必
要
知
識
で
あ
っ
た
。

　

が
、
こ
れ
こ
そ
、
発
火
の
神
秘
を
、
ひ
い
て
は
樹
木
の
持
つ
「
神
性
」
へ
の
崇
敬
の
念
を
、
民
衆
か
ら
奪
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
？　

火
の
祀
り
は
か
つ
て
豳
風
「
七
月
」
に
歌
わ
れ
た
よ
う
な）

25
（

民
が
行
う
も
の
で
は
な
く
、
役
人
の
仕
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
物
理

的
に
、
森
林
が
減
少
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
為
政
者
の
森
林
囲
い
込
み
は
、
民
が
生
ま
身
の
樹
木
全
体
に
接
す
る
機
会
を
も
ま
た
縮
小
さ

せ
て
ゆ
く
運
命
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
。
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二
鄭
が
司
爟
の
注
に
引
用
し
た
樹
木
群
は
、「
火
の
祀
り
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
は
そ
れ
を
、
周
代
の
役
人

の
仕
事
の
対
象
と
考
え
、
行
政
の
一
環
と
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
樹
木
そ
の
も
の
へ
の
崇
敬
で
は
な
く
、
民
を
慮
っ
た
「
周
代
の
徳

政
」
の
素
晴
ら
し
さ
、
と
し
か
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
実
際
に
火
が
起
せ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
考
え
も
し
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
尤
も
、
先
に
引
い
た
出
土
資
料
の
文
字
の
中
に
、
幾
つ
か
、
現
代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
文
字
も
見
え
る
。
だ

か
ら
『
爾
雅
』
は
、
事
物
の
実
態
と
接
す
る
こ
と
稀
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
前
代
の
文
書
行
政
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
官
吏
層
に

と
っ
て
、
必
需
品
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
実
は
、

と
柞
と
を
同
字
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
、
な
ど
、
疑
問
は
尽
き
な
い
の
で

あ
る
が
…
。
秦
始
皇
期
以
上
に
、
祭
祀
が
「
国
家
」
の
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
彼
ら
の
時
代
、
樹
木
は
時
に
高
く
聳
え
る

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
政
治
の
枠
組
み
の
中
で
行
政
の
一
環
と
し
て
把
握
し
て
お
く
べ
き
対
象
で
あ
り
、『
周
礼
』
に
注
を
施
す

立
場
か
ら
は
、
生
死
を
超
え
て
連
な
る
「
秩
序
」
の
中
の
一
具
に
過
ぎ
な
い
と
見
え
た
の
だ
と
考
え
る
。

五　

マ
ジ
カ
ル
な
樹
木

　

近
年
、
研
究
が
進
ん
だ
日
書
の
中
で
も
、
最
も
早
く
発
見
さ
れ
た
秦
代
・
雲
夢
県
睡
虎
地
秦
墓
出
土
の
日
書
に
は
、「
詰
」
篇
と
総
称

さ
れ
る
部
分
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

＊ 

人
、
故
毋
く
し
て
鬼
こ
れ
を
攻
め
て
已
ま
ざ
る
は
、
是
れ
は
是
れ
刺
鬼
な
り
、
桃
を
以
て
弓
と
爲
し
、
牡
棘
を
矢
と
爲
し
、
こ
れ

に
羽
す
る
に
鶏
羽
を
も
っ
て
し
、
見
て
こ
れ
を
射
れ
ば
、
則
ち
已
む
。（
簡
27
〜
28
背
壱）

26
（

）

　
　

＊ 

人
、
故
毋
く
し
て
鬼
こ
れ
を
惑
わ
す
、
是
れ

鬼
（
不
詳
）
な
り
、
善
く
人
に
戲
る
、
桑
心
を
以
て
杖
と
爲
し
、
鬼
の
來
れ
ば
こ
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れ
を
撃
て
ば
、
畏
れ
死
す
。（
甲
32
〜
33
背
壱）

27
（

）

　
　

＊ 　

人
、
故
毋
く
し
て
鬼
取
り
て
摎
を
爲
す
、
是
れ
は
是
れ
哀
鬼
な
り
、
家
毋
く
、
人
と
徒
ら
と
爲
り
、
人
の
色
を
し
て
白
然
、
氣

無
く
潔
清
を
喜
び
飲
食
せ
ざ
ら
し
む
。
棘
椎
桃
柄
を
以
て
し
、
以
て
其
の
心
を
敲
け
ば
則
ち
來
ら
ず
。（
甲
34
〜
36
背
壱）

28
（

）

　
　

＊ 　

人
の
妻
妾
若
し
く
は
朋
友
死
し
、
其
の
鬼
の
こ
れ
に
歸
る
者
は
、
莎
（
草
）
の
芾
・
牡
棘
の
柄
を
以
て
、
爇
き
て
以
て
こ
れ
を

待
（
ふ
せ
）
げ
ば
、
則
ち
來
ら
ず
。（
甲
65
〜
66
背
壱）

29
（

）

　
　

＊ 　

鬼
、
恒
に
人
を
宋
偒
（
お
ど
）
す
、
是
れ
不
辜
鬼
な
り
。
牡
棘
の
劍
を
以
て
こ
れ
を
刺
せ
ば
則
ち
止
む
。（
甲
36
背
参）

30
（

）

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
鬼
」
す
な
わ
ち
死
者
の
霊
が
、
現
存
す
る
人
間
に
何
ら
か
の
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
（
と
考
え
ら
れ
た
）
場
合
、

そ
れ
を
撃
退
す
る
方
法
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

（
あ
か
ね
）、
葦
、
白
茅
、
莎
草
な
ど
の
草
本
類
と
と
も
に
、
桃
、
牡
棘
（
サ

ネ
ブ
ト
ナ
ツ
メ
）、
桑
が
、
悪
鬼
を
撃
退
す
る
効
果
の
あ
る
樹
木
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

桃
や
ヒ
イ
ラ
ギ
の
よ
う
な
ト
ゲ
の
あ
る
植
物
に
除
払
の
効
果
が
あ
る
と
み
な
す
、
と
い
っ
た
習
俗
は
、
日
本
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、害
を
な
す
者
が
一
般
的
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
魔
と
し
て
漠
然
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
日
本
で
の
習
俗
に
比
べ
、明
確
に
そ
れ
を「
死

者
」
の
祟
り
と
捉
え
て
い
る）

31
（

点
に
、
特
徴
が
あ
る
と
も
見
做
し
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
樹
木
の
持
つ
〈
魔
除
け
〉
機
能
に
つ
い
て
詳
述

さ
れ
て
い
る
古
典
籍
に
は
『
山
海
経
』
が
あ
り
、
伊
藤
清
司
氏
に
多
く
の
専
論
が
あ
る）

32
（

。

　

た
だ
、
逆
に
『
山
海
経
』
に
は
、
樹
木
そ
の
も
の
が
「
悪
霊
」
と
化
す
場
合
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て

も
触
れ
、

　
　

 

古
代
の
人
々
が
山
林
藪
澤
を
怖
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
存
在
だ
け
で
は
な
い
。
天
空
に
枝
葉
を
ひ
ろ
げ
て
た
つ
古
木
や
草
中
に

盤
踞
す
る
石
に
も
、
人
々
は
お
の
の
き
恐
れ
、
こ
れ
を
忌
み
憚
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
し
て
「
基
山
・
・
・
其
の
陰
に
怪
木
多
し
（
南
山
経
）」
の
例
や
章
莪
山
の
畢
方
、
ま
た
治
鳥
な
ど
、
火
災
を
招
く
怪
と
し
て
怖
れ
ら

れ
て
い
る
存
在
が
も
と
「
木
の
精
」
で
あ
っ
た
と
も
、『
淮
南
子
』
氾
論
訓
な
ど
を
傍
証
に
考
証
さ
れ
て
い
る）

33
（

。

　

さ
ら
に
、
か
か
る
「
怪
」
が
登
場
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
氏
の
説
く
『
山
海
経
』
の
世
界
像
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
多
数
の

論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
観
点
を
、
一
般
向
き
に
判
り
易
く
纏
め
ら
れ
た
記
述
か
ら
引
用
す
れ
ば）

34
（

、

　
　

 

邑
と
田
か
ら
な
っ
て
い
る
生
活
空
間
こ
そ
が
当
時
の
人
び
と
の
小
宇
宙
で
あ
り
、「
内
な
る
世
界
」
で
あ
っ
た
。・
・
・
そ
の
「
内
な

る
世
界
」
の
外
側
に
は
、
う
っ
そ
う
と
し
た
昼
で
も
暗
い
森
林
や
藪
、
あ
る
い
は
不
気
味
な
ば
か
り
に
静
ま
り
か
え
っ
た
沼
沢
、
そ

し
て
は
て
し
な
い
原
野
が
拡
が
っ
て
お
り
、
そ
の
か
な
た
に
山
岳
が
そ
び
え
て
い
る
別
の
世
界
が
あ
っ
た
。・
・
・
そ
の
「
外
な
る

世
界
」
は
野
獣
や
猛
禽
が
跳
梁
し
、
蝮
蛇
が
横
行
す
る
お
そ
ろ
し
い
「
野
生
の
空
間
」
で
あ
っ
た
。

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
外
な
る
世
界
」、
野
生
の
自
然
に
恐
怖
を
感
じ
る
人
々
が
、『
山
海
経
』
の
製
作
者
或
は
読
書
対
象
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

　
　

 

村
落
共
同
体
の
外
に
ひ
ろ
が
る
「
危
険
な
世
界
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
百
物
・
怪
神
が
充
満
し
て
い
た
も
の
の
、
各
種
の
有
用
な
財

物
が
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
を
魅
惑
し
た
。
そ
の
た
め
、
人
び
と
は
危
険
を
承
知
で
、
妖
怪
・
鬼
神
の
領
域
を
侵
さ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
か
っ
た
。

と
述
べ
、

　
　

 

人
び
と
が
「
外
な
る
世
界
」
に
足
を
踏
み
い
れ
た
と
き
に
遭
遇
す
る
怪
物
は
、
人
間
に
敵
意
を
も
つ
負
の
妖
怪
・
鬼
神
ば
か
り
で
は

な
く
、
と
き
に
は
、
好
意
を
よ
せ
る
正
の
怪
異
も
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
出
現
し
た
怪
異
が
正
負
・
善
悪
い
ず
れ
の
怪
物
で
あ
る
の

か
、
そ
の
正
体
を
見
き
わ
め
、
識
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
山
川
の
百
物
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
深
い
知
識
を
備
え
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て
い
る
こ
と
は
、「
内
な
る
世
界
」
の
安
寧
を
期
す
る
う
え
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

と
し
て
、
そ
の
た
め
の
手
引
書
と
し
て
製
作
さ
れ
た
記
録
こ
そ
『
山
海
経
』
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
で
野
生
の
自
然
が
残
る
場
所
を
捉
え
る
な
ら
、
前
節
に
見
た
「
放
馬
灘
一
号
秦
墓
木
牘
地
図
」
の
描
写
地
域
も

「
外
な
る
世
界
」
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
地
図
で
は
、「
怪
」
に
言
及
す
る
こ
と
な
ど
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
植
生
を

記
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
差
異
は
、
何
ゆ
え
発
生
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

伊
藤
氏
は
、『
晏
子
春
秋
』（
問
上
第
三
）
の
記
載
に
つ
い
て
「
民
は
山
沢
の
財
用
を
支
配
者
に
独
占
さ
れ
、
鬼
神
は
そ
の
棲
み
処
を
失
っ

て
、
彼
ら
を
怨
む
と
い
う
の
で
あ
る
。」
と
の
解
釈
を
示
し
た
上
で
、　

　
　

 

戦
国
期
に
入
り
、
山
沢
の
開
発
は
い
っ
そ
う
は
げ
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
支
配
者
層
の
奢
侈
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
富
国
強
兵

の
時
代
の
趨
勢
の
な
か
で
、
必
須
の
施
策
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
し
ば
し
ば
、
水
旱
蝗
兵
、
疫
病
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
不

幸
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
自
然
界
の
秩
序
・
生
態
系
を
無
視
し
た
大
規
模
な
濫
開
発
の
結
果
、
思
い
も
か
け
な
い
自
然
災
害
に
見

舞
わ
れ
る
現
代
の
そ
れ
と
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
人
び
と
は
、
そ
れ
を
聖
な
る
空
間
を
侵
犯

し
た
結
果
の
、
鬼
神
の
制
裁
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
内
な
る
世
界
」
に
居
住
す
る
人
々
に
と
っ
て
山
林
藪
澤
が
「
未
知
の
空
間
」
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、「
外

な
る
世
界
」
に
実
在
す
る
野
獣
・
猛
禽
・
蝮
蛇
な
ど
を
象
徴
し
て
い
た
「
怪
」
が
、
そ
の
自
然
の
開
発
が
進
み
山
林
藪
澤
も
役
人
が
管
理

す
る
場
所
と
し
て
謂
わ
ば
「
日
常
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
開
発
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
自
然
災
害
が
「
鬼

神
の
制
裁
」
と
み
な
さ
れ
た
、
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
展
開
過
程
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、「
放
馬
灘
一
号
秦
墓
木
牘
地
図
」
を
必
要
と
し
た
よ
う
な
現
実
的
要
請
（
つ
ま
り
樹
木
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の
実
質
的
必
要
性
の
拡
大
）
が
、『
山
海
経
』
に
登
場
す
る
「
怪
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
、『
山
海
経
』
や
「
日
書
」
が

伝
え
る
樹
木
の
マ
ジ
カ
ル
な
力
も
構
想
さ
れ
た
、
と
い
う
脈
絡
を
辿
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
な
る
と
、
同
じ
く
樹
木
に
何
ら
か
の
超
常
的
な
力
・
霊
的
な
機
能
を
認
め
実
用
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
例
え
ば
ア
イ
ヌ
の
風
習
だ
と

い
う
、
サ
ケ
の
頭
を
叩
く
イ
サ
パ
キ
ク
ニ
（
打
頭
棒
）
と
呼
ば
れ
る
道
具
が
、
ヤ
ナ
ギ
も
し
く
は
ミ
ズ
キ
で
新
し
く
製
作
さ
れ
る
と
い
う

習
俗）

35
（

が
含
意
す
る
樹
木
観
と
、『
山
海
経
』
が
記
録
す
る
所
の
樹
木
と
は
、
些
か
趣
き
を
異
に
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
の
樹

種
の
神
性
は
、
サ
ケ
の
魂
を
、
神
の
国
に
還
す
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
小
野
寺
正
人
氏
は
、「
ア
イ
ヌ
の
神
話
で
は
、「
鮭

は
天
国
の
魚
の
神
が
地
上
の
人
間
に
遣
わ
し
た
も
の
で
・
・
・「
腐
れ
木
で
魚
を
叩
い
て
殺
す
」
の
で
は
な
く
、「
幣
の
よ
う
に
魚
を
と
る

道
具
を
美
し
く
作
り
そ
れ
で
魚
を
と
る
と
、
魚
は
よ
ろ
こ
ん
で
美
し
い
ご
幣
を
く
は
え
て
魚
の
神
の
も
と
へ
行
く
」
こ
と
が
出
来
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
魚
の
神
は
人
間
に
魚
を
沢
山
出
す
と
云
う
の
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
風
習
と
、
東
北
地
方
各
地
に
見
ら
れ
る
「
鮭
叩

棒
」
を
用
い
る
方
法
と
が
、
本
来
同
じ
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
東
北
で
の
方
法
は
「
原
初
的
に
は
イ
サ
パ
キ
ク
ニ

と
同
様
な
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
観
念
が
欠
落
し
た
」
も
の
と
見
て
い
る）

36
（

。

　

た
だ
し
伊
藤
氏
は
、
超
常
的
な
力
―
伊
藤
氏
は
こ
れ
を
マ
ジ
カ
ル
と
表
現
す
る
―
を
具
有
す
る
と
見
做
さ
れ
た
『
山
海
経
』
所
載
の
樹

木
の
う
ち
、
中
山
経
に
見
え
る
堵
山
の
天

、
大
騩
山
の
葪
柏
な
ど
、
実
在
が
定
か
で
な
い
樹
木
名
を
含
め
、「
後
世
の
本
草
書
の
薬
餌

の
中
に
は
、
そ
の
祖
型
を
山
経
諸
篇
の
中
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
、
は
じ
め
呪
物
と
し
て
佩
用
の
対
象

に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
見
、
そ
の
マ
ジ
カ
ル
な
力
を
認
め
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
天

が
「
天
」
字
を
冠
す
る
こ

と
に
着
目
し
「
神
霊
な
樹
木
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
伝
承
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。・
・
・
委
細
は
つ
ま
び
ら
か

で
な
い
。」
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
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戦
国
秦
漢
期
の
人
々
、
殊
に
、
記
録
を
残
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
ワ
イ
ポ
ウ
ア
の
タ
ネ
マ
フ
タ
や
ア
イ
ヌ
の
イ
サ
パ
キ
ク
ニ
の
如
く
善

な
る
神
性
を
認
め
ら
れ
た
樹
木
と
い
う
存
在
は
、
既
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
名
称
の
文
字
を
頼
り
に
推
定
す
る
こ
と
で
し
か
、
そ
の
片
鱗
さ
え

窺
い
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。　

六　

結
び
に
代
え
て

　

古
代
中
国
に
お
け
る
森
林
の
減
少
は
、
深
刻
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
、
単
に
、
モ
ノ
と
し
て
の
樹
木
を
民
衆
か
ら
遠
ざ

け
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
否
、
樹
木
に
限
ら
ず
、
水
も
魚
も
獣
も
自
然
の
ま
ま
の
姿
で
接
し
う
れ
ば
、
人
間
は
そ
こ
か
ら
様
々
な
想
像

力
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
け
る
。
時
空
を
超
え
て
ゆ
く
思
考
も
可
能
に
な
る
。
が
、
そ
れ
を
奪
わ
れ
、
生
命
を
維
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
物
質

に
取
り
巻
か
れ
て
生
き
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
、
思
考
の
幅
も
狭
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
以
上
の
検
討
は
、
今
日
に
伝
わ
る
記
録
を
残
し
た
、
つ
ま
り
文
字
を
使
用
し
た
人
々
が
、「
内
な
る
世
界
」
の
住
人
で
あ
っ
た
、

と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。古
代
中
国
の
山
林
藪
澤
を
日
常
の
居
場
所
に
し
て
い
た
存
在
は
、果
た
し
て
野
獣
・
猛
禽
・

蝮
蛇
の
類
い
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
氏
も
引
用
さ
れ
る）

37
（

『
墨
子
』
節
葬
下
に
、
以
下
の
記
述
が
見
え
る
。

　
　

 

秦
之
西
に
儀
渠
之
国
な
る
者
有
り
，
其
親
戚
死
せ
ば
，
柴
薪
を
聚
め
て
之
を
焚
き
，
熏
上
す
。
之
を
登
遐
と
謂
ふ
。
然
る
后
ち
成
し

て
孝
子
と
爲
す
。
此
れ
上
は
政
と
爲
し
，
下
は
以
て
俗
と
爲
し
，
爲
し
て
已
ま
ず
，
操
し
て
択
ば
ず
。
則
ち
此
れ
豈
に
實
に
仁
義
之

道
な
ら
ん
や
？　

此
れ
い
わ
ゆ
る
其
習
を
便
と
し
其
俗
を
義
と
す
る
者
也
。

即
ち
、〈
儀
渠
〉
と
呼
ば
れ
た
人
々
に
お
け
る
火
葬
の
風
習
の
記
録
で
あ
る
。〈
儀
渠
〉
は
お
そ
ら
く
『
史
記
』
秦
本
紀
や
『
戦
国
策
』
秦
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策
等
に
見
え
る
〈
義
渠
〉
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
匈
奴
列
伝
に
は
、「
涇
、
漆
之
北
に
義
渠
・
・
・
之
戎
有
り
」
と
あ
る
が
、
主
た

る
勢
力
範
囲
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
度
々
、
秦
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
、
商
鞅
変
法
の
段
階
で
は
県
に
さ
れ
て
も
い
て
、『
史

記
』
衛
將
軍
驃
騎
列
傳
に
、
公
孫
賀
に
つ
い
て
「
賀
，
義
渠
人
，
其
の
先
は
胡
種
」
と
あ
る
の
に
鑑
み
れ
ば
、
漢
代
に
は
単
な
る
地
名
と

し
て
残
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
同
じ
く
匈
奴
列
伝
に
拠
れ
ば
、
少
な
く
と
も
秦
・
昭
王
の
こ
ろ
ま
で
は
一
定
の
勢
力

を
保
っ
た
「
戎
王
」
が
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
火
葬
の
風
習
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
彼
ら

の
勢
力
範
囲
が
森
林
に
取
り
巻
か
れ
、
薪
に
事
欠
か
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
樹
木
の
茂
る
鬱
蒼
た
る
森
林
の
中

に
も
、
人
間
は
住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
戦
国
期
以
前
の
彼
ら
に
、
樹
木
へ
の
崇
敬
の
念
が
無
か
っ
た
か
否
か
（
そ
れ
を
中
国
の
思
想

と
呼
び
う
る
か
は
別
問
題
だ
が
）、
現
時
点
で
は
確
か
め
る
術
を
も
た
な
い
。
が
、
漢
代
に
は
、
彼
ら
も
ま
た
「
内
な
る
世
界
」
の
住
民

へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

殷
周
期
に
お
い
て
、
相
応
の
神
秘
感
を
随
伴
し
て
祭
壇
に
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
樹
木
は）

38
（

、
耕
地
だ
け
で
な
く
森
林
を
も
役
人
が
管

理
す
る
社
会
に
な
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
、
人
間
よ
り
は
る
か
に
長
い
歳
月
を
生
き
続
け
て
ゆ
け
る
そ
の
本
性
を
、

民
衆
の
眼
か
ら
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
中
国
の
民
衆
に
と
っ
て
、
樹
木
が
使
用
価
値
と
交
換
価
値
だ
け
の
存
在
で
あ
る
時
代
が
始
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

1　

本
稿
は
、「
戦
国
秦
漢
期
に
お
け
る
樹
木
観
の
変
遷
」
と
題
し
て
、
二
〇
一
〇
年
度
東
洋
史
研
究
会
大
会
（
二
〇
一
〇
年
十
一
月
三
日
）
に
お
い
て
、

ま
たT

he Inform
ation on the W

oods and Forest in Pre-m
odern C

hina
と
題
し
て
、The First C

onference of E
ast A

sian E
nvironm

ental 

H
istory

（E
A

E
H

2011

、
第
一
回
東
ア
ジ
ア
環
境
史
学
会
大
会
）（
二
〇
一
一
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
口
頭
報
告
し
た
内
容
の
一
部
を
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取
り
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

2　

国
務
院
「
城
市
緑
化
条
例
」
第
一
条　

為
了
促
進
城
市
緑
化
事
業
的
発
展
，
改
善
生
態
環
境
，
美
化
生
活
環
境
，
増
進
人
民
身
心
健
康
，
制
定
本

条
例
。

3　

同
上　

第
二
十
五
条　

百
年
以
上
树
龄
的
树
木
，
稀
有
、
珍
贵
树
木
，
具
有
历
史
价
值
或
者
重
要
纪
念
意
义
的
树
木
，
均
属
古
树
名
木
。

4　

Law
rie M

etcalf, 

“Trees of N
ew

 Zealand

”, N
ew

 H
olland Publishers, A

uckland, 2002.

5　

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ー
ン
（
岡
嵜
修
・
山
田
敏
雄
訳
）「
樹
木
の
当
事
者
適
格
：
自
然
物
の
法
的
権
利
に
つ
い
て
」（
原
題
：C

hristopher 

Stone, 

“Should T
ree H

ave Standing?

”）、『
現
代
思
想--

特
集
：
木
は
法
廷
に
立
て
る
か
』
第
十
八
巻
第
十
一
号
（
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
）。

6　

劉
恆
「
貧
嘴
張
大
民
的
幸
福
的
生
活
」（
北
京
電
子
芸
術
中
心
、
一
九
九
八
年
）。

7　

高
見
邦
雄
『
ぼ
く
ら
の
村
に
ア
ン
ズ
が
実
っ
た
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

8　
『
宋
史
』
卷
一
百
七
十
三
食
貨
上
一
農
田
に
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
　

 

農
田
之
制
、
周
世
宗
（
柴
栄
）
始
遣
使
均
括
諸
州
民
田
。・
・
・
太
祖
即
位
，
循
用
其
法
、・
・
申
明
周
顯
德
三
年
之
令
，
課
民
種
樹
。
定
民
籍
為

五
等
，
第
一
等
種
雜
樹
百
，
每
等
減
二
十
為
差
，
桑
棗
半
之
。
男
女
十
歲
以
上
、
種
韭
一
畦
，
闊
一
步
，
長
十
步
。
乏
井
者
，
鄰
伍
為
鑿
之
。
令

佐
春
秋
巡
視
，
書
其
數
，
秩
滿
，
第
其
課
為
殿
最
。・
・
・
民
伐
桑
棗
為
薪
者
罪
之
，
剝
桑
三
工
以
上
，
為
首
者
死
，
從
者
流
三
千
里
，
不
滿
三

工
者
減
死
配
役
，
從
者
徒
三
年
。

9　

本
稿
に
引
く
『
斉
民
要
術
』
は
、
全
て
繆
啓
愉
校
釈
『
斉
民
要
術
校
釈
』
第
二
版
・（
中
国
農
業
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
に
拠
る
。

10　

熊
代
幸
雄
『
比
較
農
法
論
』（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
四
年
）。

11　

 

原
文
は
以
下
の
通
り
。
種
白
楊
法
。
秋
耕
令
熟
、
至
正
月
、
二
月
中
、
以
犂
作
壟
。
一
壟
之
中
、
以
犂
逆
順
各
一
到
、

中
寛
狭
、
正
似
葱
壟
。

作
訖
、
又
以
鍬
掘
底
一
坑
作
小
壍
。
斫
取
白
楊
枝
、
大
如
指
、
長
三
尺
。
屈
著
壟
中
、
以
土
壓
上
、
令
両
頭
出
土
、
向
上
直
豎
。
二
尺
一
株
。
明

年
正
月
中
、
剥
去
悪
枝
、
一
畝
三
壟
、
一
壟
七
百
二
十
株
、
一
株
両
根
、
一
畝
四
千
三
百
二
十
株
。
三
年
、
中
爲
蠶

、
五
年
、
任
爲
屋
椽
。
十
年
、
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堪
爲
棟
梁
。
以
蠶

爲
率
、
一
根
五
銭
、
一
畝
歳
収
二
万
一
千
六
百
文
。
柴
及
棟
梁
、
椽
柱
在
外
。
歳
種
三
十
畝
、
三
年
九
十
畝
、
一
年
賣
三
十
畝
、

得
銭
六
十
四
万
八
千
文
。
周
而
復
始
、
永
世
無
窮
。
比
之
農
夫
、
労
逸
萬
倍
。
去
山
遠
者
、
實
宜
多
種
、
千
根
以
上
、
所
求
必
備
。

12　

 
原
文
は
以
下
の
通
り
。
又
、
種
楡
法
。
於
其
地
畔
種
、
致
雀
損
穀
。
既
非
叢
林
、
率
多
曲
戻
。
不
如
割
地
一
方
種
之
。
其
白
土
・
薄
地
不
宜
五
穀
者
、

唯
宜
楡
及
白
楡
。
地
、
須
近
市
。
…
先
耕
地
作
壟
。
然
後
散
楡
莢
。
…
散
訖
、
労
之
。
楡
生
、
共
草
倶
長
、
未
須
料
理
。
明
年
正
月
、
附
地
芟
殺

放
火
焼
之
。
…
又
至
明
年
正
月
、
斸
去
悪
者
。
其
一
株
上
、
生
七
八
根
者
、
悉
皆
斫
去
、
唯
留
一
根
麤
直
好
者
。
三
年
春
、
可
将
莢
・
葉
賣
之
。

五
年
之
後
、
便
堪
作
椽
。
不
梜
者
、
即
可
斫
賣
。
一
根
十
文
。
梜
者
鏇
作
獨
樂
及
盞
。
一
箇
三
文
。
十
年
之
後
、
魁
、
椀
、
瓶
、
榼
、
器
皿
、
無

所
不
任
。
一
椀
七
文
、
一
魁
二
十
、
瓶
、
榼
各
直
一
百
文
。
十
五
年
後
、
車
中
爲
轂
及
蒲
桃

中
。

一
口
、
直
三
百
、
車
轂
一
具
、
直
絹
三
匹
。

其
歳
歳
、
料
簡
剥
治
之
功
、
指
柴
雇
人
―
十
束
雇
一
人
―
、
無
業
之
人
、
争
来
就
作
。
賣
柴
之
利
、
已
自
無
貲
。
歳
出
萬
束
、
一
束
三
文
、
則
三

十
貫
、
莢
・
葉
在
外
也
。
況
諸
器
物
、
其
利
十
倍
。
於
柴
十
倍
、
歳
収
三
十
萬
。
斫
後
復
生
、
不
労
更
種
、
所
謂
「
一
労
永
逸
」。
能
種
一
頃
、

歳
収
千
匹
。
唯
須
一
人
守
護
、
指
揮
、
処
分
、
既
無
牛
・
犂
・
種
子
・
人
功
之
費
、
不
慮
水
・
旱
・
風
・
蟲
之
災
。
比
之
穀
田
、
労
逸
萬
倍
。
男

女
初
生
、
各
與
小
樹
二
十
株
、
比
至
嫁
娶
、
悉
任
車
轂
。
一
樹
三
具
、
一
具
直
絹
三
匹
、
成
絹
一
百
八
十
匹
。
娉
財
資
遣
、
粗
得
充
事
。

13　

佐
藤
佑
治
『
魏
晋
南
北
朝
社
会
の
研
究
』（
八
千
代
出
版
、
一
九
九
八
年
）

14　

 

原
文
は
以
下
の
通
り
。
諸
初
受
田
者
、
男
夫
一
人
給
田
二
十
畝
、
課
蒔
餘
、
種
桑
五
十
樹
、
棗
五
株
、
榆
三
根
。
非
桑
之
土
、
夫
給
一
畝
、
依
法

課
蒔
榆
・
棗
。
奴
各
依
良
。
限
三
年
種
畢
、
不
畢
、
奪
其
不
畢
之
地
。
於
桑
榆
地
分
雜
蒔
餘
果
及
多
種
桑
榆
者
不
禁
。
諸
應
還
之
田
、
不
得
種
桑

榆
棗
果
、
種
者
以
違
令
論
、
地
入
還
分
。
諸
桑
田
皆
為
世
業
。
…

15　

 

原
文
は
以
下
の
通
り
。
關
隴
清
晏
、
百
姓
豐
樂
、
自
長
安
至
于
諸
州
、
皆
夾
路
樹
槐
柳
、
二
十
里
一
亭
、
四
十
里
一
驛
、
旅
行
者
取
給
於
途
、
工

商
貿
販
於
道
。
百
姓
歌
之
曰
。「
長
安
大
街
、
夾
樹
楊
槐
。
下
走
朱
輪
、
上
有
鸞
栖
。
英
彥
雲
集
、
誨
我
萌
黎
。」

16　

原
宗
子
『
古
代
中
国
の
開
発
と
環
境
―
『
管
子
』
地
員
篇
研
究
―
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
四
年
）。

17　

本
稿
に
引
く
尹
湾
漢
墓
出
土
漢
牘
は
、
全
て
連
雲
港
市
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
文
物
局
『
尹
湾
漢



古
代
中
国
に
お
け
る
樹
木
へ
の
認
識
の
変
遷

― 31 ―

墓
簡
牘
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

18　

小
尾
郊
一
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）。

19　

表
中
の
学
名
は
、
基
本
的
に
、『
拉
漢
英
種
子
植
物
名
称
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
依
拠
し
た
。

20　

高
嶋
幸
男
「
忍
路
土
場
遺
跡
出
土
の
木
製
発
火
具
」『
忍
路
土
場
遺
跡
・
忍
路
５
遺
跡
―
北
後
志
東
部
地
区
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
用
地

内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
１
９
８
９
年
。

21　

近
年
で
は
、
曾
布
川
寛
「
三
星
堆
祭
祀
坑
銅
神
壇
の
圖
像
學
的
考
察
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
十
九
巻
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
が
秀
逸
な
労
作
で
あ

ろ
う
。

22　

こ
の
よ
う
な
死
後
の
世
界
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
、
池
澤
優
「「
中
国
の
死
生
観
（
古
代
・
中
世
篇
）
―
中
国
古
代
・
中
世
に
お
け
る
〝
死
者
性
〞

の
転
倒
―
」（『
死
お
よ
び
死
者
崇
拝
・
死
者
儀
礼
の
宗
教
的
意
義
に
関
す
る
比
較
文
化
的
・
統
合
的
研
究
』
平
成
12
〜
14
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
Ｃ
（
1
））
研
究
成
果
報
告
書
，
２
０
０
３
年
3
月
31
日
）
に
依
拠
す
れ
ば
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
死
者
の
二
類
型
（
祖
先
―
恩
寵

―
交
流
、
厲
鬼
―
破
壊
―
排
除
）
の
う
ち
、
樹
木
を
表
示
す
る
死
者
世
界
観
は
前
者
に
属
す
る
も
の
か
ら
派
生
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
池
澤
氏

は
ま
た
、
漢
代
に
始
ま
る
「
死
者
性
の
転
倒
」
現
象
を
述
べ
て
、

　
　
　

 

中
国
古
代
に
お
い
て
、
明
瞭
に
二
つ
の
死
者
が
存
在
し
た
。
一
つ
は
根
元
的
に
は
天
に
由
来
す
る
力
に
与
り
、
そ
れ
を
現
世
に
も
た
ら
す
〝
仲

介
者
〞
と
し
て
働
く
死
者
（
祖
先
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
天
に
由
来
す
る
力
か
ら
排
除
さ
れ
、
現
世
に
対
し
て
は
専
ら
破
壊
的
に
し
か
働
か

な
い
死
者
（
厲
鬼
）
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
戦
国
時
代
に
始
ま
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
祖
先

崇
拝
の
有
効
性
の
低
減
に
伴
っ
て
、
一
方
で
は
厲
鬼
と
そ
れ
に
対
す
る
除
祓
儀
礼
が
文
献
上
に
登
場
し
、
一
方
で
は
祖
先
と
厲
鬼
の
中
間
領
域

が
よ
り
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
他
界
観
の
変
化
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
西
周
時
代
以

来
の
天
上
他
界
の
考
え
方
を
継
承
し
た
考
え
方
と
し
て
、
漢
代
に
は
山
上
他
界
（
崑
崙
山
）
が
広
く
信
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
地
下
他
界

の
考
え
方
も
併
存
し
て
お
り
、
そ
こ
に
死
者
世
界
を
現
実
世
界
に
類
似
す
る
官
僚
制
と
捉
え
る
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
官
僚
制
的
冥
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界
は
力
の
根
源
（
天
、
帝
）
を
頂
点
と
す
る
世
界
観
の
中
に
死
者
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
で
は
古
典
的
な
祖
先
崇
拝
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、

死
者
が
官
僚
機
構
に
依
存
し
支
配
さ
れ
て
自
律
性
を
失
い
、
ま
た
常
に
刑
罰
や
徒
役
に
処
せ
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
点
で
、

祖
先
崇
拝
に
お
け
る
死
者
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

　

 

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
後
世
界
へ
の
認
識
の
変
遷
は
、
伊
藤
清
司
氏
が
山
澤
の
「
怪
」
の
漢
代
以
降
の
変
貌
に
つ
い
て
、『
中
国

の
神
獣
・
悪
鬼
た
ち
―
山
海
経
の
世
界
―
』（
東
方
書
店
、
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
、

　
　
　

 

山
沢
の
妖
怪
・
鬼
神
の
な
か
に
は
、
祝
官
に
よ
る
整
序
化
さ
れ
た
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
、
国
家
的
守
護
神
に
変
容
す
る
も
の
や
、
村
落
共
同

体
の
歳
時
的
行
事
な
ど
に
組
み
こ
ま
れ
て
、
人
格
神
的
性
格
を
つ
よ
め
、
信
仰
の
対
象
に
な
る
怪
神
も
あ
っ
た
。

　
　
　

 

し
か
し
、
反
面
、
山
沢
の
多
く
の
怪
神
た
ち
は
、
知
識
人
た
る
も
の
が
軽
々
し
く
は
口
に
す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
「
怪
力
乱
神
」
と
さ
れ
、
賤

業
に
堕
し
た
民
間
巫
覡
の
斎
く
淫
神
・
邪
神
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
、
零
落
し
て
、
ひ
た
す
ら
人
び
と
を
嚇
す
だ
け
の
、
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
「
妖
怪
変
化
」
と
し
て
、
そ
の
後
も
長
ら
く
巷
間
に
生
き
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
さ
れ
る
理
解
と
も
、
通
底
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

23　

本
稿
に
引
く
放
馬
灘
出
土
木
牘
地
図
に
つ
い
て
は
、
全
て
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）
に

よ
る
。
な
お
、
地
図
の
相
対
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
雍
際
春
『
天
水
放
馬
灘
木
版
地
図
研
究
』（
甘
粛
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
。

24　

中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所『
龍
崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
一
年
）。な
お
、
第
二
八
九
簡
に
つ
い
て
は
、そ
の
存
在
を
も
っ

て
、
樹
木
葉
に
よ
る
ブ
タ
飼
育
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
の
で
、
一
往
、
掲
げ
て
お
く
。

25　

原
宗
子
『「
農
本
」
主
義
と
「
黄
土
」
の
発
生
―
古
代
中
国
の
開
発
と
環
境
・
２
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

26　

以
下
に
引
く
『
睡
虎
地
日
書
』
は
、
全
て
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』、（
一
九
九
〇
、
文
物
出
版
社
年
）
に
よ
り
、
釈
文

に
つ
い
て
は
、
工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
墓
『
日
書
』
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
八
八
、
一
九
九
四
）
及
び
池
澤
優

注
22
前
掲
論
文
を
参
照
し
た
。
一
部
、
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
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人
毋
故
鬼
攻
之
不
已
、
是
々
刺
鬼
、
以
桃
爲
弓
、
牡
棘
爲
矢
、
羽
之
鶏
羽
、
見
而
射
之
、
則
已
矣
。

27　

人
毋
故
鬼
惑
之
、
是

鬼
、
善
戲
人
、
以
桑
心
為
丈
（
杖
）、
鬼
來
而
毄
（
撃
）
之
、
畏
死
矣
。

28　

人
毋
故
而
鬼
取
爲
膠
（
摎
）、
是
々
哀
鬼
、
毋
家
、
與
人
爲
徒
、
令
人
色
柏
（
白
）
然
毋
（
無
）
氣
、
喜
契
（
潔
）
清
、
不
飲
食
。
以
棘
椎
桃
秉
（
柄
）、

以

（
敲
）
其
心
、
則
不
來
。

29　

人
妻
妾
若
朋
友
死
、
其
鬼
歸
之
者
、
以
莎
芾
・
牡
棘
枋
（
柄
）、
熱
（
爇
）
以
寺
（
待
）
之
、
則
不
來
矣
。

30　

鬼
恒
宋
偒
人
、
是
不
辜
鬼
、
以
牡
棘
之
劍
刺
之
、
則
止
矣
。

31　

注
22
に
引
く
池
澤
優
論
文
に
拠
る
。

32　

伊
藤
清
司
「
古
代
中
国
の
民
間
医
療
―
山
海
経
の
研
究
」（
一
）
〜
（
三
）（『
史
学
』
第
四
二
巻
第
四
号
〜
第
四
三
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
七
〇

〜
七
一
年
）。

33　

伊
藤
清
司
「
山
川
の
神
々
」（
二
）（『
史
学
』
第
四
二
巻
二
号
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
。

34　

伊
藤
清
司
注
（
22
）
前
掲
書
。
以
下
に
引
く
伊
藤
説
は
、
こ
の
書
に
拠
る
。

35　

萱
野
茂
『
ア
イ
ヌ
歳
時
記
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

36　

小
野
寺
正
人
「
東
北
地
方
の
鮭
叩
棒
と
ア
イ
ヌ
の
イ
サ
パ
キ
ク
ニ
に
つ
い
て
」（
東
北
学
院
大
学
民
俗
学
Ｏ
Ｂ
会
『
東
北
民
俗
学
研
究
』
第
六
号
、

一
九
九
八
年
）。

37　

伊
藤
清
司
『
死
者
の
棲
む
楽
園
―
古
代
中
国
の
死
生
観
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

38　

な
お
、
赤
塚
忠
氏
は
、
甲
骨
文
（
佚
一
九
五
、
甲
六
〇
〇
、
簠
遊
九
〇
、
南
坊
五
〇
等
）
に
よ
り
、
殷
代
に
お
け
る
「
木
」
と
い
う
族
名
・
地
名

の
存
在
を
指
摘
し
、
社
木
信
仰
を
も
想
定
さ
れ
て
い
る
（
赤
塚
忠
「
中
国
倫
理
思
想
の
淵
源
」『
赤
塚
忠
著
作
集
』
第
二
巻
『
中
国
古
代
思
想
史
研
究
』

研
文
社
、
一
九
八
七
年
、
ほ
か
）。
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【
付
記
】
本
稿
送
稿
後
、
海
老
根
量
介
「
放
馬
灘
秦
簡
鈔
写
年
代
蠡
測
」（
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
編
『
簡
帛
』
第
七
輯
、
二
〇
一
二
年
）
を
御
恵

投
戴
い
た
。
同
論
文
で
は
放
馬
灘
一
号
墓
出
土
『
日
書
』
の
用
字
法
を
基
に
、
そ
れ
が
統
一
秦
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
論
証
さ
れ
て
い
て
傾
聴
に
値

す
る
。
本
稿
で
は
注
23
に
お
い
て
、
同
墓
の
成
立
年
代
を
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
』
に
依
拠
し
て
記
し
た
が
、
墓
葬
年
代
・

木
牘
地
図
の
成
立
期
な
ど
に
関
し
て
は
、
今
後
再
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
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表Ⅰ　『斉民要術』巻三十一～五十五所載の主要樹木
　　　　　　　略号：★　＝　 繆啓愉校釈『斉民要術校釈』第二版（中国農業出版

社、1998年）
　　　　　　　　　　陸説：　陸璣『詩経草木鳥獣魚義疏』
　　　　　　　　　　『四』：　崔寔『四民月令』
　　　　　　　　　　犂：犂耕明記
　　　　　　　　　　耬：播種機利用
　　　　　　　　　　労：中耕
　　　　　　　　　　肥：施肥明記
　　　　　　　　　　種：種子蒔き
　　　　　　　　　　栽：挿し木
　　　　　　　　　　挿：接木
　　　　　　　　　　焼：苗木の焼却・根を残して翌年発芽する樹を育成
　　　　　　　　　　アラビア数字：巻数
Ａ：籬材と果樹
巻 他巻
他書

表記
植物名

推定学名 繆啓愉説（同見解は記載
略）・備考

栽培法

31 33
32、33
37
50

酸棗
枳
棗
柳

Ziziphus jujuba var.spinosus
枸橘（Poncirus trifaliata） 
Ziziphus jujuba Mill.
ヤナギ、Salix matsudana Koidz

★
★香橙（Citrus junos）を含
む？

筋蒔き・
間引き

32 31、33、37
50
39、45、55
46、55
37、51、『四』

『四』、49
『四』
『四』、50
『四』、55
『四』、55

棗
槐
桑
楡
竹

漆
桐
梓
松
柏

31既出 Ziziphus jujuba  Mill.
エンジュ
クワMorus諸種
ニレ属 Ulmus 一般
モウソウチク Phyllostachys heterocycla 
Toxicodendron vernicifluum
アオギリ Firmiana simplex（L）
キササゲ Catalpa ovata
マツ属一般 Pinus
コノテガシワ（Biota orientalis Endl. 側柏）

移植対象として⇒広域性の
ある種

栽

33 31、32、37
40
31

棗
（軟棗）
酸棗

ナツメ属一般 Ziziphus 

酸棗 Ziziphus jujuba

★君遷子（Diospyros lotus）
★

栽

34 42 桃
櫻桃
蒲萄

モモ Amygdalus persica
？
ブドウ属一般 Vitis

山中から
種
栽

35 42 李 スモモ Prunus salicina 栽・挿
36 梅

杏
ウメ Prunus mume
アンズ Prunus armeniaca

栽
栽
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37

47

31、32、33
32、51、『四』

梨

棠、杜

棗
竹

白梨（Pyrus bretschneideri）、
沙梨（Pyrus pyrifolia）

杜梨（Pyrus butlaefolia）、
豆梨（Pyrus calleryana）、
褐梨（Pyrus phaeocarpa）
33既出
32既出

★接ぎ木台。
★斉民要術の栽培梨の多く
は白梨系統。
★、接ぎ木台。
★

接ぎ木台
支柱用

種・栽・挿

38 栗
榛

クリ属一般 Castanea sativa
榛（Corylus heterophylla） ★

種
種

39

32、45、55

柰
林檎
桑

リンゴMalus pumila
?
33既出

★沙果M.sieboldi）?
★

栽
栽

40
33

柿
棗

カキ Diospyros kaki Thunb
33既出

栽・挿

41
陸説
『抱朴子』

安石榴
（塗林）
苦榴

ザクロ Punica granatum

？ 積石山所産

栽

42
34
35
60

木瓜
桃
李
杬

ボケ
34既出
35既出
エゴノキ Styrax japonica 或はウオトリギ
Grewia biloba

★榠樝 Chaenomeles speciosa
地員
地員
ジャムの保存用

種・栽

43 椒 花椒（Zanthoxylum bungeanum） ★ 種、肥
44

46

茱萸

山茱萸

シュユ Tetradium daniellii

サンシュユ Cornus officinalis

★ 食 茱 萸 Zanthoxylum 
ailantoides
★ 山 茱 萸 Macorcarpium 
officinalis

種

Ｂ：桑類と用材樹
45 32、39

55
桑
柘

同上
Cudrania tricuspidata ★ヤママユ飼育用

種・栽、
犂、肥

46 32、55
44
｢ 廣志 ｣

楡
白楡（白枌）
姑楡・朗楡
梜楡・刺楡
白楊

ハルニレ Ulmus davidiana
野生種？

榔楡（Ulmus parvifolia）
Hemiptelea davidii

★白楡 Ulmus pumila
★大果楡 Ulmus acrocarpa
★
★毛白楊 Populus tomentosa
or銀白楊 P． alba

犂、種、移栽
同上
犂

47 37
37

棠
杜

Pyrus betulaefolia Bunge
トウマメナシ（Pyrus betulaefolia Bge. 杜梨）

種・栽

48 穀、楮 Broussonetia papyrifera ★構樹 耬・
労・焼・
移栽
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49 32 漆 32既出
50 32

31

32

槐
柳
楊柳

楸
梓
梧
憑柳
箕柳
青桐

白梧
柞・杼・橡

Sophora japonica
垂柳（Salix babylonica L） 
水楊 Salix gracilistyla
Catalpa bungei
32既出
32既出
Quercus acutissima dentata？
?
杞柳（Salix purpurea）
アオギリ Firmiana simplex 

？
クヌギ？ Quercus acutissima
ミズナラ Quercus crispulaなどクヌギ属のい
ずれか

★ Quercus acutissima

★青楊（Populus cathayana）
或は水楊（Salix gracilistyla）

★
★梧桐

★

種
栽
犂・労

種・労
栽
種・肥

栽
種・労
肥
栽
種

51 32、37『四』竹 32既出 栽
52 梔 クチナシ Gardenia jasminoides ★

巻五十五　伐木
55 32、55

32、39、45
32

楡
桑
松
柏

32既出
32既出
32既出
32既出
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表Ⅱ　『爾雅』釋木第十四　本文所見樹木名
灌木叢木・瘣木苻婁・蕡藹・枹遒木魁瘣・木自獘柛・立死椔△・獘者翳・木相磨
槸・棤皵・梢梢櫂・句如羽喬・下句曰朻・上句曰喬・如木楸曰喬・如竹箭曰苞・如
松柏曰茂・如槐曰茂など、樹木の形態や状況を表現する句・付随するものの呼称や、
瓜曰華之、桃曰膽之、棗李曰�之△樝�曰鑽之・小枝上繚為喬・無枝為檄・木族生
為灌など関連表現の説明、味荎著など、旧注で他章の混入とされているもの等は省
いた。
略号：『詩経』　　　  ・・・・  詩
　　　『管子』地員篇・・・・地員
　　　『爾雅』郭璞注・・・・郭璞
　　　『斉民要術』 　 ・・・・『要術』
　　　繆啓愉校釈『斉民要術校釈』第二版 ････ 繆説
№ 親字 字釈 推定和名・学名・現代中国語等の別名 生育地・特質 判断材料、異説な

ど
『周礼』
司爟

１ 槄 山榎 （＝條）、Catalpa fargesii  Bureau. ナラ
カシワ（Q.aliena槲櫟）、アベマキ（Q. 
Variabilis栓皮櫟）、等

乾燥丘陵地 詩・汝墳・終南・
旱麓、『禹貢』

２ 栲 山樗 シウチン Ailanthus giraldii Dode 山地 詩・山有樞
３ 柏 椈 コノテガシワ（Biota orientalis Endl. 

側柏）
水分条件の良い
山地

詩・柏舟、皇矣、
殷武ほか、地員

４ 髠 梱 ？ ？ 郭璞：未詳
５ 椵 柂 アズサ属（Catalpa） など広葉樹の大木。山地 郭璞：白椵也 .。

樹似
白楊。

６ 梅 柟 ウメ Prunus mume 居住地付近 詩・摽有梅ほか
７ 柀 煔 リュウキュウマツ Pinus luchuensisな

ど複維管束亜属（ニヨウマツ）系マツ
江南 郭璞：江南に生ず

る船材とする
８ 櫠 椵 ザボン、夏みかんなど Citrus属 ？ 郭璞：柚屬也。盂

大、皮厚二三寸、
似枳、味少。

９ 杻 檍 シナノキ科（ボダイジュ等）Tiliaceae. 湿地 詩・南山有臺、山
有樞

10 楙 木瓜 ボケ、Chaenomeles speciosa 居住地付近 實如小瓜酢可食
11 椋 即來 ムク、Aphananthe aspera糙葉樹 ？ 郭璞：車材、唐本

草：子細円、生青
熟黑

12 栵 栭 シバグリ、Castanea sequinii茅栗 開拓容易な平地 詩・皇矣
13 檴 落 カバ、Btula platyphylla Suk. 水辺 詩・大東
14 柚 條 ユズ、Citrus junos香橙 江南 郭璞：似橙實酢生

江南
15 時 英梅 ウメ（アンズ）亜属 Prunusか？ 居住地付近 郭璞：雀梅
16 楥 柜墸 ？ ？ 郭璞：未詳。或當

為柜柳。
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17 栩 杼 クヌギ（ツルバミ）など、Quercus 
acutissima ブナ科、または Fagaceae
山 毛 欅 科 コ ナ ラ 属（ 旧 殻 斗 科
Quercus）、

平地？ 陸璣：柞櫟。･･･
其殼為汁可以染

18 藲 荎 樞楡＝ニレ属 Ulmus 一般 山地 詩・山有樞。郭
璞：剌榆。地員

19 杜 甘棠 トウマメナシ（Pyrus betulaefolia Bge. 
杜梨）

居住地付近 詩・有杕之杜、甘
棠など。地員

20 狄 臧 ？ ？ 郭璞：未詳
21 槹貢 綦 ？ ？ 郭璞：未詳
22 朹 檕梅 サンザシ Crataegus cuneata、又はグミ

属 Elaeagnus L.の類か？
居住地付近 郭璞：子如指頭赤

色似小旙可食
23 朻者 聊 ？ ？ 郭璞：未詳
24 魄 榽橀 エノキ属 Celtisか？ 山地？ 郭璞：大木細葉似

檀
25 梫 木桂 肉桂 Cinnamomum verum J.Presl 南方亜熱帯系？ 郭璞：今南人呼桂

厚皮者為木桂
26 棆 無疵 クスノキ科（Lauraceae樟科）の大樹。

或はヒノキ Chamaecyparis obtusaか。
山地 地員、放馬灘図、

郭璞：楩屬似豫章。
27 椐 樻 ムシカリ、Viburnun plicatun Thunb. 平地 詩・皇矣
28 檉 河柳 タマリクス、Tamarix chinensis Lour. 湿地 詩・皇矣
29 楊 蒲柳 ポプラなどヤマナラシ属Populus一般、平地 地員
30 旄 澤柳 ヤナギ、Salix matsudana Koidz. 湿地 詩・将仲子
31 權 黃英 ？ ? 郭璞：未詳
32 輔 小木 ？ ? 郭璞：未詳
33 杜 赤棠 マメナシ（Pyrus calleryana Decne. 豆梨）平地 地員
34 白（杜）者 棠 ズミ（Malus sieboldii Rehd. 三葉海棠） 湿地 地員
35 諸慮 山櫐 ヤマイモ Dioscorea batatas Decne. 乾燥丘陵 地員
36 欇 虎櫐 タンキリマメ Rhynehosia volubilis、ト

キリマメなどマメ科蔓性の野草か
平地林 郭璞：林樹に纏蔓

し莢を生じ毛剌有
り。

37 杞枸 畴 クコ Lycium chinensis Mill. 平地 詩・四牡
38 杬 魚毒 クスノキ科のエゴノキ Styrax japonica

ないしウオトリギ Grewia bilobaの類
山地 地員（分類変更）、

郭璞：大木。子似
栗生南方。皮厚汁
赤中藏卵果『要術』

39 檓 大椒 サンショウ Zanthoxylum piperitumの
類

山地 郭璞：椒樹叢生實
大者名為檓

40 楰 鼠梓 クロツバラ Rhamnus davurica Pall. 山地 詩・南山有臺
41 楓 欇欇 トウカエデ Acer buergerianum Miq.な

ど、カエデ属 Acer
平地林 『説文』：厚葉弱

枝、善揺。
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42 寓木 宛童 マツグミ Taxillus kaempferi.など、ヤ
ドリギ科 Loranthaceaeの類

平地 郭璞：寄生樹一名
蔦。陸璣：葉似當
盧子如覆盆赤黑恬
美

43 無姑 其實夷 ノニレ（マンシュウニレ） Ulmus 
pumilaまたはマルバオヒョウ Ulmus 
laciniataなど、ハルニレ・アキニレ以
外の円形葉の樹種

山林 郭璞：姑榆也。生
山中、葉圓而厚。
剝取皮合漬之。其
味辛香

44 櫟 其實梂 クヌギ Quercus acutissima 山地 詩・晨風。郭璞：
有梂彙自裹

45 檖 蘿 マメナシ・イヌナシ、Pyrus calleryana 
Dcne.

平地 詩・晨風。梨の台
木

46 楔 荊桃 モモ Amygdalus persicaの野生種か？ 平地 郭璞：今櫻桃
47 旄 冬桃 モモ Amygdalus の野生種か？ 陝西省商県？ 郭璞：子冬熟。繆

説：熟期遅く11・
12月に産す。

48 榹桃 山桃 ヤマモモ Prunus davidiana 山地 郭璞：實如桃而
小。 繆説：食用
不適、桃接木用

49 休 無實李 スモモ Prunus salicinaの受粉樹が得ら
れなかったものか？

居住地付近 郭璞：一名趙李

50 痤 椄慮李 スモモ Prunus salicinaの台木？ 居住地付近 郭璞：今之麥李
51 駁 赤李 カゴノキ、Litsea coreana Leveille 湿地 詩・晨風
52 棗 壺棗 酸棗サネブトナツメ（Z.jujuba Mill. 

Var. Spinosa Hu）
平地 詩・園有桃ほか 夏

53 邊 要棗

栽培種 Ziziphus jujuba  Mill.
野生種ナツメ類各種

耕地周辺？

54 櫅 白棗
55 楊徹 齊棗
56 遵 羊棗
57 洗 大棗
58 煮 填棗
59 蹶洩 苦棗
60 皙 無實棗
61 還味 棯棗
62 櫬 梧 アオギリ Firmiana simplex （L） 丘陵地 詩・巻阿
63 樸 枹者 コナラ Quercus dentata Thunb. 丘陵地 詩・棫樸など
64 謂櫬采 薪采、薪即薪 ？ ？
65 棪 浚其 ？ ？ 郭璞：棪實似柰赤

可食
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66 劉 劉杙 ？ 南方亜熱帯系？ 郭璞：生山中實如
梨酢甜、核堅、出
交趾

67 櫰 槐大葉而黑 イヌエンジュMaackia amurensisなど、
エンジュの別種？

平地 郭璞：槐樹葉大色
黑者名為櫰

68 守宮 槐葉晝聶宵炕 ネム、Albizia julibrissin（？） 平地 郭璞：槐葉晝日聶
合而夜炕布者

69 槐小葉 曰榎 エノキ属 Celtisか ？ 冬？
70（槐）大而皵 楸 ヒサギ（Catalpa bungei） 山地 郭璞：槐當為楸楸

細葉者為榎
71（槐）小而皵 榎 エンジュ、Styphnolobium japonicum 平地
72 椅 梓 キササゲ（Catalpa ovata） 平地 詩・定之方中
73 桋 赤栜 ？ 郭璞：葉細而岐
74（桋）白者 栜 酸棗サネブトナツメ（Z.jujuba Mill. 

Var. Spinosa Hu）の野生種？
山地 銳。皮理錯戾。好

叢生山中
75 終 牛棘 ？ ？ 郭璞：即馬棘也其

剌麤而長
76 棫 白桵 タラノキ、Aralia elata （Miq.） Seem. 平地 詩・棫樸ほか。郭

璞：枌小木叢生、
有剌。實如耳璫紫
赤可啖。潘富俊
説 := 柞 = クスド
イ ゲ： Xylosma 
congestum Merr. 

77 梨 山樆 中国ナシ Pyrus bretschneideri、の野生
種か？ 

平地 郭璞：即今梨樹

78 桑辨有葚 梔 ？ ？ 郭璞：辨半也
79 女桑 桋桑 カラグワ（ロソウ・・・魯桑、マグワ・

マルグワ・モチグワ）（Morus alba Var. 
Multicaulis Loudon）

耕地周辺 地員。郭璞：今俗
呼桑樹小而條長者
為女桑樹

80 榆 白枌 ハルニレ Ulmus davidianaの野生種一
般か？

平地林 郭璞：榆、先生葉 春？

81 唐棣 栘 ザイフリボク属 Amelanchier sinica 
Chun

平地林 詩・晨風

82 常棣 棣 Pyrus betulaefolia Bunge 平地林 詩・常棣
83 檟 苦荼 シイ属 Castanopsis ？

或はチャCamellia sinensisか？
丘陵地 郭璞：樹小如梔

子。冬生葉可 
作羹飲

84 樕樸
樸樕？

心 ケヤキか？ Zelkova serrata 山地 郭璞：樕別名

85 榮 桐木 アオギリ Firmiana simplex 平地林 郭璞：即梧桐
86 棧木 干木 ？ ？ 郭璞：橿木也
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87 檿桑 山桑 メグワ、Morus mongolica schneid. 耕地 詩・皇矣
88 樅 松葉柏身 モミ属 Abies 山地 郭璞：似桑材、中

作弓及車轅
89 檜 柏葉松身 ビャクシン属 Juniperus chinensis圓柏 山地 詩・竹竿
90 祝州木 髦柔英 ? ？ 郭璞：未詳
91 槐・棘 醜喬 槐：Styphnolobium japonicum

棗：51に同じ
？ 郭璞：枝皆翹竦 冬？

92 桑・柳 醜條 桑：Morus mongolica
柳：ヤナギ、Salix matsudana Koidz

平地 郭璞：阿那垂條 季夏・
春？

93 椒・樧 醜莍 山椒：38に同じ。
樧：トウヒ属 Picea又はツガ属 Tsuga 
sieboldii

平地 郭璞：莍萸子聚生
成房貌

表Ⅲ　放馬灘1号秦墓　木牘地図所見樹木名
木牘番号 釈文 推定和名 推定学名 備考
M1・7，8，11Ａ
Ｍ1・9

楊 ポプラ等ヤマナラシ属
一般

Populus 

？
Ｍ1・9 松 マツ Pines
Ｍ1・12A 柏 コノテガシワ Biota orientalis Endl. 

苦 ＝楛
木 朴の木か？ Magnolia obovata？ 魚を割く木

食器となる堅
牢・無害

楠 ＝タブノキ Machilus thunbergii
辟磨 ？

Ｍ1・21A 蘇木 イチイ、或は
アカメガシワの類

Taxus cuspidata、
Mallotus japonicus 
Muell. Arg.

赤色染料。南
方材の蘇芳に
先行か

侖 ＝棆クスノキ科 orヒ
ノキ

Lauraceae樟科、ヒ
ノキ Chamaecyparis 
obtusa

Ｍ1・21B 柴 潅木一般
樅 モミ属 Abies
杺 ケヤキか？（現代木工

で黄褐色心材のみ使用）
Zelkova serrata 集韻：木名。

其心黄。一曰
車鉤心木
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表Ⅳ　『龍崗秦簡』　新番号38簡（出土番号208－1、旧考釈31）所見樹木名
文字 推定樹種 判断材料 性

＝柞ハハソなどクヌギ属 Quercus 本草綱目：堅靭、鑿の柄を作る 剛？
棫 タラノキ Aralia elata （Miq.） Seem『説文』：白桵也。

陸璣：全白の材―赤芯無し。筋に
そって裂き易い。

柔

橎 ＝ ヒ ノ キ な ど ビ ャ ク シ ン 属
Juniperus chinensisか

集韻：剛木。 剛

楢 コナラ Quercus dentata Thunb.か 『説文』：柔木也。耎輪を作る。
『周礼』夏官・鄭注：秋取柞楢之火。

柔

木坂地圖三（M1・9原大）
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木坂地圖六（M1・21A原大）

木坂地圖四（M1・12A原大）
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木坂地圖七（M1・21B原大）
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How the trees were recognized in ancient China?

Motoko Hara

At the end of Northern Wei, in the 6th century, "Qi min Yao Shu齊民要術
"described many names of the trees which grew with fertilizing and watering in 

the arable land.

However, of the many tree species, for cultivation costs and years of 

development, income (money or silk) was calculated as a gain during 

deforestation. Under the tendency of forest decline, planting trees were favorable 

for rich land owners, and it is clear that trees turned into commercial crops. Their 

view of trees was limited to lumber, handicrafts material, as material of dyes, or 

as the daily fuel. Reverence to the long life of trees was not demonstrated. 

Becoming only trees not forest, there could not be a moment　to assume 

something exceeded human existence.

However,　in Later Han era,  the annotations of the classics cannot be 

disregarded. Some of them mentioned trees used as ritual tools that are related 

to the aforesaid of the distinction of the "fan" and "Chai". Zheng xuan鄭玄 annotate 

for "Zhou-li周禮 ", si-guan司爟 and many other Confucian texts, were also quoted. 

"Officials govern fire, in the spring from Elm and Willow, in the summer from 

Jujube and Apricot, in late summer from Mulberry and Yamago, in the fall from 

Sawtooth Oak (Quercus acutissima) and Quercus(Quercus serrata), in winter 

locust(Sophora Linn.) and spindle tree(Euonymus Linn.), fire taken from (春取榆

柳之火、夏取棗杏之火、季夏取桑柘之火、秋取柞楢之火、冬取槐檀之火)", 

from ancient records. 

Chafing trees, that is the method to take fire by chafing two types of trees, in 

the Japan shrines. It is formulated as a ceremony of taking fire, and the species of 

trees used are different in each shrine. Hard coniferous trees such as Cypress, is 

often used as a “fire mortar”. Rather soft wood such as Bayberry or Persea 



ii

thunbergii is used as a “fire pounder”, in a lot of cases. 

The act, the method of rubbing wood to get fire, without using flint, 

remained as a shrine ceremony. This implies that it might be the reflection of an 

older lifestyle. In Japan, from Hokkaido Oshoro-doba 北海道忍路土場 ruins, 

relics of a “fire mortar” and a “fire pounder” of the late Jomon 縄文 period was 

excavated .

 But, on account of the designations, mentioned in the annotation for "Zhou-

li" si-guan, with five pairs of trees, seasonally used species, note, should estimate 

on the effects of the five elements thought in later years. So to analyze on a 

scientific basis might be rather difficult. 

The reason why the tree usage of reflecting such old habits and being 

granted the religious meanings, is lost in North China. It must be caused with a 

decrease of the forest after the Emperor Han Wudi 武帝 period.


